
論
説

一
九
世
紀
末
～
二
〇
世
紀
初
頭
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の

東
チ
ベ
ッ
ト
支
配
と
デ
ル
ゲ
王
国
（
徳
格
土
司
）

は
じ
め
に

小

林
　
亮
　
介

　
一
九
一
二
年
の
清
朝
の
崩
壊
に
と
も
な
い
、
清
朝
版
図
の
継
承
を
主
張
す
る
中
華
民
国
と
、
中
国
の
干
渉
を
排
除
し
て
チ
ベ
ッ
ト
の

自
主
独
立
を
目
指
す
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
間
で
、
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
的
地
位
を
め
ぐ
る
対
立
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
両
政
権
の
中
間
地

帯
に
位
置
し
た
東
チ
ベ
ッ
ト
（
現
在
の
四
川
省
西
部
・
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
東
部
な
ど
に
ほ
ぼ
相
当
。
チ
ベ
ッ
ト
語
で
カ
ム
犀
訂
日
の
と

呼
ば
れ
る
地
域
を
お
お
ま
か
に
指
す
。
）
は
、
　
双
方
が
と
も
に
統
合
を
図
る
係
争
地
と
な
り
、
こ
の
抗
争
は
蔵
中
英
三
者
間
に
て
開
催

さ
れ
た
シ
ム
ラ
会
議
（
一
九
一
三
年
一
〇
月
～
一
九
一
四
年
七
月
）
の
懸
案
へ
と
発
展
し
、
会
議
の
決
裂
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
当
時
の
中
国
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
双
方
が
主
張
し
た
東
チ
ベ
ッ
ト
支
配
の
正
当
性
の
所
在
が
、
ひ
と
つ
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に
は
、
東
チ
ベ
ッ
ト
の
在
地
の
支
配
者
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
系
の
各
首
長
（
及
び
そ
の
各
支
配
地
域
）
と
の
歴
史
的
な
関
係
に
も
も
と
め

　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
東
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
、
両
政
権
の
権
威
・
権
力
及
び
支
配
の
制
度
的
枠
組
み
が
そ
れ
ぞ

れ
在
地
の
各
首
長
を
介
し
て
一
定
程
度
混
在
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
の
研
究
は
、
こ
の
東
チ
ベ
ッ
ト

の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
総
じ
て
中
国
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
関
係
史
や
国
際
関
係
史
、
中
国
の
辺
彊
政
策
史
の
観
点
か
ら
議
論
し
て

お
り
、
両
政
権
と
東
チ
ベ
ッ
ト
諸
首
長
の
関
係
、
と
り
わ
け
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
諸
首
長
の
関
係
の
具
体
像
が
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
る

　
　
　
　
　
（
2
）

こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
問
題
を
受
け
、
筆
者
は
前
稿
に
て
、
一
八
六
五
年
、
ニ
ャ
ロ
ン
地
方
の
有
力
首
長
ゴ
ン
ポ
ナ
ム
ギ
ェ
ル
（
日
σ
q
8
b
o
毎
曽
ヨ

憎
σ
q
《
倉
・
一
）
の
征
服
活
動
と
そ
の
終
息
を
画
期
と
し
て
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
が
四
川
省
管
下
の
複
数
の
首
長
に
対
し
て
支
配
を
及
ぼ
し
た

こ
と
を
と
り
あ
げ
て
詳
述
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
支
配
体
制
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
清
朝
に
よ
り
解
体
さ
れ
る
過
程
で
生
じ
た
両
者
の
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

擦
が
、
後
の
東
チ
ベ
ッ
ト
帰
属
問
題
を
強
く
規
定
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
東
チ
ベ
ッ
ト
の
多
く
の
首
長
は
、

当
該
地
域
の
支
配
を
め
ぐ
り
一
定
の
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
清
朝
の
境
界
地
帯
で
、
一
種
の
「
両
属
」
と
で
も
い
う

べ
き
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
そ
う
し
た
関
係
の
内
実
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
現
地
首
長
側
の
動
向
に

つ
い
て
は
、
各
地
域
・
首
長
ご
と
の
差
異
を
含
め
、
十
分
な
検
討
を
加
え
て
い
な
か
っ
た
。
従
来
の
政
治
外
交
史
・
国
際
関
係
史
の
枠

組
み
に
お
い
て
は
、
現
地
首
長
の
存
在
は
境
界
画
定
交
渉
の
取
引
条
項
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
施
主
と
帰
依
処
と
い
う
仏
教
的
理
念
に
立
脚
し
て
い
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
清
朝
の
関
係
を
踏
ま
え
た
場
合
、
近
代

的
な
意
味
で
の
境
界
や
帰
属
が
争
点
に
な
る
以
前
の
東
チ
ベ
ッ
ト
を
、
両
政
権
の
対
抗
の
場
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
政
権
の
は
ざ
ま
に
お
け
る
東
チ
ベ
ッ
ト
諸
首
長
の
政
治
的
位
置
づ
け
や
、
彼
ら
が
担
っ
た
機
能
・

役
割
に
注
目
し
つ
つ
、
諸
勢
力
間
の
関
係
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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如
上
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
本
研
究
が
と
り
あ

げ
る
の
は
、
川
蔵
間
の
幹
線
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
、

当
該
地
域
に
存
立
す
る
各
首
長
の
中
で
最
大
規
模
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

勢
力
を
誇
っ
た
デ
ル
ゲ
ω
号
α
σ
q
①
王
国
（
徳
爾
格

武
宣
慰
使
司
／
徳
格
土
司
）
で
あ
る
。
こ
の
デ
ル
ゲ

王
国
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
支

配
下
へ
編
入
さ
れ
た
勢
力
の
ひ
と
つ
だ
が
、
後
に
王

国
の
内
紛
を
き
っ
か
け
と
し
て
清
朝
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ

政
権
相
互
の
度
重
な
る
介
入
を
受
け
、
そ
の
帰
属
問

題
は
清
朝
崩
壊
後
の
重
要
な
焦
点
と
な
っ
た
。
デ
ル

ゲ
王
国
の
事
例
は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
よ
る
東
チ

小林

ベ
ッ
ト
支
配
の
実
態
と
、
清
朝
支
配
と
の
相
互
関
係
、

現
地
首
長
の
複
雑
な
帰
属
関
係
の
あ
り
方
を
集
約
的

に
示
す
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
デ
ル
ゲ
王
国
史
に
つ
い
て

は
す
で
に
一
定
の
研
究
蓄
積
が
有
る
が
、
そ
の
多
く

は
清
朝
の
「
土
司
制
度
」
に
よ
る
デ
ル
ゲ
王
国
支
配

の
正
当
性
を
前
提
と
す
る
傾
向
に
あ
り
、
清
朝
・
ダ
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ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
影
響
力
が
交
錯
し
た
東
チ
ベ
ッ
ト
の
地
域
的
特
質
に
着
目
し
つ
つ
デ
ル
ゲ
王
国
の
軌
跡
を
跡
づ
け
る
も
の
で
は
な
か

つ（

ｲ
　
オ

　
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
問
題
点
は
、
そ
れ
ら
が
清
朝
側
史
料
及
び
建
国
後
の
調
査
資
料
な
ど
を
根
本
史
料
と
し
て
い
た
こ
と
に
も
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
は
こ
う
し
た
史
料
に
加
え
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
各
種
伝
記
史
料
の
他
、
四
川
省
棺
案
館
所
蔵
「
川
演
辺

務
大
臣
衙
門
棺
案
」
（
以
下
、
「
衙
門
棺
」
）
に
含
ま
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
文
書
、
さ
ら
に
H
口
＆
㊤
○
窪
8
即
①
。
o
a
ω
（
イ
ン
ド
省
関
係
文

書
、
以
下
H
O
即
）
に
含
ま
れ
る
史
料
（
チ
ベ
ッ
ト
語
文
書
の
英
訳
）
を
利
用
す
る
。
そ
し
て
、
ま
ず
一
八
世
紀
ま
で
の
清
朝
・
ダ
ラ

イ
ラ
マ
政
権
・
デ
ル
ゲ
王
国
三
者
間
の
関
係
と
、
デ
ル
ゲ
王
国
の
政
治
構
造
を
説
明
す
る
。
さ
ら
に
一
九
世
紀
後
半
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政

権
の
支
配
始
動
後
に
お
け
る
デ
ル
ゲ
の
王
族
ら
の
帰
属
関
係
・
政
治
行
動
の
考
察
を
通
じ
て
、
諸
勢
力
問
の
関
係
変
化
を
明
ら
か
に
す

る
。
清
朝
／
中
国
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
二
項
対
立
的
な
競
合
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
中
蔵
境
界
問
題
の
形
成
過
程

を
、
両
者
の
は
ざ
ま
に
お
け
る
東
チ
ベ
ッ
ト
と
い
う
場
の
特
質
の
変
化
に
着
目
し
つ
つ
再
考
し
て
い
く
。
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第
一
章
　
デ
ル
ゲ
王
国
の
政
治
構
造
と
清
朝
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権

（一

j
　
デ
ル
ゲ
王
国
と
清
朝
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
関
わ
り

　
デ
ル
ゲ
王
国
の
由
来
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
定
説
は
無
い
が
、
『
デ
ル
ゲ
王
統
史
』
（
以
下
、
∪
Ω
一
と
略
記
）
』
げ
－
°
。
卸
は
、
吐
蕃
王

国
の
発
展
を
支
え
た
有
力
氏
族
ガ
ル
（
噂
㎎
節
腎
）
氏
に
デ
ル
ゲ
王
家
の
起
源
を
も
と
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
U
Ω
一
に
詳
細
な
検
討
を
加

え
た
内
o
巨
器
は
、
八
世
紀
後
半
に
東
チ
ベ
ッ
ト
に
拠
点
を
築
い
た
と
い
わ
れ
る
ア
ミ
ェ
チ
ャ
ン
パ
ペ
ル
（
曽
日
k
①
ξ
p
日
ω
b
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

号
偉
・
一
）
を
便
宜
的
に
一
族
の
初
代
と
し
て
数
え
て
お
り
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。



　
デ
ル
ゲ
の
発
展
の
最
初
の
重
要
な
契
機
は
、
＝
二
世
紀
に
中
央
チ
ベ
ッ
ト
西
部
で
台
頭
し
た
サ
キ
ャ
派
の
信
奉
で
あ
る
。
初
期
の
六

代
の
当
主
は
ボ
ン
教
を
支
持
し
、
そ
の
後
は
二
二
代
ま
で
ニ
ン
マ
派
の
僧
侶
の
身
分
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
時
代
、
一
族
の
ひ
と
り
ソ
ナ
ム
リ
ン
チ
ェ
ン
（
げ
ω
O
匹
】
P
g
b
P
ω
胃
一
＝
O
げ
Φ
昌
）
は
、
当
時
の
サ
キ
ャ
派
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
帝
師
パ

ク
パ
に
重
用
さ
れ
、
フ
ビ
ラ
イ
か
ら
「
亦
思
馬
児
甘
軍
民
万
戸
府
長
」
（
チ
ベ
ッ
ト
語
で
は
「
ド
メ
ー
の
千
戸
長
（
ト
ン
プ
ン
）
日
匹
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ω
ヨ
巴
゜
・
8
口
σ
q
曾
8
」
）
に
任
命
さ
れ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
後
退
し
た
後
も
、
デ
ル
ゲ
は
サ
キ
ャ
派
の
重
要
な
支
持
者
で
あ
り
続
け

た
。　

こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
一
八
世
紀
初
頭
に
最
盛
期
を
迎
え
る
に
至
っ
た
王
国
の
勢
力
拡
大
の
過
程
が
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
成
立
・

発
展
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
七
世
紀
中
ご
ろ
、
ゲ
ル
ク
派
支
持
者
で
あ
る
ホ
シ
ュ
ー
ト
部
の
グ
シ
・
ハ
ン
に
よ
り
行

わ
れ
た
東
チ
ベ
ッ
ト
遠
征
（
一
六
三
九
1
一
六
四
一
年
）
の
過
程
で
、
ゲ
ル
ク
派
の
対
抗
勢
力
で
あ
っ
た
ツ
ァ
ン
王
と
結
び
つ
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
べ
リ
（
σ
⑩
二
白
利
）
の
王
が
従
来
保
有
し
て
い
た
領
地
の
多
く
を
下
賜
さ
れ
た
。
ま
た
、
グ
シ
・
ハ
ン
の
曾
孫
ラ
サ
ン
”
ハ
ン
に

よ
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
実
権
掌
握
の
過
程
に
お
い
て
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
六
世
ツ
ァ
ン
ヤ
ン
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
が
廃
位
さ
れ
た
の
ち
入
寂
し
、

一
七
〇
八
年
（
康
煕
四
七
）
に
は
、
そ
の
転
生
者
と
さ
れ
る
童
子
（
後
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七
世
）
が
東
チ
ベ
ッ
ト
の
リ
タ
ン
に
生
ま
れ
る
。

こ
こ
で
、
青
海
ホ
シ
ュ
ー
ト
部
が
こ
の
童
子
を
青
海
に
招
聰
す
る
に
あ
た
り
、
デ
ル
ゲ
王
族
出
身
の
僧
ソ
ナ
ム
プ
ン
ツ
ォ
ク
（
σ
ω
o
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

轟
ヨ
ω
喜
ロ
づ
湧
げ
o
σ
q
ω
）
は
、
デ
ル
ゲ
領
内
に
て
一
時
こ
の
童
子
を
保
護
し
た
。
こ
の
功
績
に
よ
り
、
デ
ル
ゲ
王
族
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七

世
の
親
族
は
密
接
な
関
係
を
構
築
す
る
に
至
り
、
後
に
王
族
の
ソ
ナ
ム
ゴ
ン
ポ
（
げ
ω
o
匹
づ
g
・
ヨ
ω
ヨ
㈹
o
⇒
b
o
）
は
七
世
の
妹
ツ
ェ
リ
ン

（
審
げ
Φ
憎
ぎ
σ
q
）
を
嬰
り
（
u
Q
ゴ
゜
。
b
。
互
『
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七
世
伝
』
（
以
下
、
∪
い
刈
と
略
記
）
」
㎝
①
σ
）
、
そ
の
弟
で
あ
る
デ
ル
ゲ
王
ロ
ド

ゥ
ー
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
（
巨
o
σ
q
弓
o
ω
冠
σ
q
団
節
ヨ
冨
げ
o
）
は
一
七
五
六
年
（
乾
隆
二
一
）
に
七
世
の
姪
タ
シ
ワ
ン
モ
（
び
町
缶
ω
三
ω
α
げ
き
σ
q
日
o
）

と
結
婚
し
た
（
U
い
ご
㎝
O
害
）
o
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他
方
で
、
デ
ル
ゲ
王
国
は
一
七
世
紀
後
半
以
降
に
次
第
に
チ
ベ
ッ
ト
に
進
出
し
た
清
朝
と
も
関
係
を
構
築
す
る
に
至
る
。
一
七
二
五

年
（
雍
正
三
）
、
清
朝
は
青
海
ホ
シ
ュ
ー
ト
の
有
力
王
公
ロ
プ
サ
ン
ダ
ン
ジ
ン
の
「
反
乱
」
を
制
圧
し
、
そ
の
後
、
青
海
ホ
シ
ュ
ー
ト

諸
王
公
の
属
下
に
あ
っ
た
多
く
の
東
チ
ベ
ッ
ト
首
長
を
土
司
に
任
命
し
、
一
七
二
八
年
に
は
デ
ル
ゲ
王
テ
ン
パ
ツ
ェ
リ
ン
（
げ
ω
鼠
昌
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

訂
げ
①
二
昌
σ
q
）
も
安
撫
使
を
授
け
ら
れ
た
。
撫
遠
大
将
軍
年
奨
尭
の
施
策
に
よ
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
周
縁
部
に
お
け
る
こ
の
「
土
司
制
度
」

の
導
入
は
、
現
地
諸
首
長
に
対
す
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
・
青
海
ホ
シ
ュ
ー
ト
の
影
響
力
を
断
ち
切
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
以
焔
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
清
朝
が
そ
の
後
一
貫
し
て
東
チ
ベ
ッ
ト
諸
首
長
と
の
間
に
排
他
的
な
支
配
関
係
の
構
築
を
目
指
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
七
三
二
年
、
中
央
チ
ベ
ッ
ト
の
政
情
不
安
を
避
け
、
東
チ
ベ
ッ
ト
の
ガ
ル
タ
ル
（
日
σ
q
鷲
昏
母
）
に
一

時
遷
座
し
て
い
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七
世
に
対
し
て
、
テ
ン
パ
ツ
ェ
リ
ン
は
金
・
銀
・
鍛
子
・
家
畜
の
拠
出
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
（
U
い
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

一
G
。
ぎ
）
。
こ
う
し
た
貢
献
を
理
由
に
、
清
朝
は
テ
ン
パ
ツ
ェ
リ
ン
を
宣
慰
使
に
昇
格
さ
せ
る
と
と
も
に
、
銀
と
鍛
子
を
授
け
た
。
U
冒
ご

鼠
α
げ
の
記
事
に
よ
る
と
、
清
朝
使
臣
を
通
じ
た
こ
の
恩
賞
授
与
は
、
ガ
ル
タ
ル
に
て
、
テ
ン
パ
ツ
ェ
リ
ン
の
使
者
で
あ
る
息
子
の
ソ

ナ
ム
ゴ
ン
ポ
（
げ
ω
o
α
富
日
ω
ヨ
σ
q
o
昌
℃
o
）
の
他
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七
世
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
行
わ
れ
て
お
り
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
も
ま
た

ソ
ナ
ム
ゴ
ン
ポ
に
褒
賞
と
灌
頂
を
授
け
て
い
る
。
清
朝
が
一
九
世
紀
末
以
降
に
東
チ
ベ
ッ
ト
支
配
の
一
元
化
を
志
向
し
て
い
っ
た
こ
と

を
想
起
し
た
場
合
、
一
八
世
紀
前
半
、
こ
の
よ
う
に
東
チ
ベ
ッ
ト
首
長
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
に
対
す
る
尊
崇
や
奉
仕
が
清
朝
か
ら
積
極
的
に

評
価
さ
れ
る
局
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
で
は
、
デ
ル
ゲ
王
は
土
司
任
命
を
通
じ
た
清
朝
皇
帝
と
の
統
属
関
係
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
u
O
一
』
刈
9
。

に
は
、

　
　
…
…
転
輪
聖
王
で
あ
る
文
殊
菩
薩
皇
帝
は
、
国
政
を
仏
法
に
し
た
が
い
護
持
す
る
こ
と
に
対
し
て
報
い
る
賛
辞
・
表
彰
と
し
て

　
　
〔
デ
ル
ゲ
王
に
〕
ド
カ
ム
の
全
て
の
主
と
し
て
権
威
を
授
け
る
黄
金
の
印
章
と
し
て
宣
慰
司
（
四
紹
づ
Σ
巴
、
証
書
（
号
紙
）
、
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さ
ら
に
百
の
鍛
子
、
銀
五
千
両
を
賜
り
ま
し
た
。

と
あ
り
、
デ
ル
ゲ
王
が
、
清
朝
か
ら
の
土
司
の
称
号
授
与
を
、
文
殊
菩
薩
の
化
身
た
る
清
朝
皇
帝
が
仏
教
に
依
拠
し
た
政
治
を
行
う
デ

ル
ゲ
王
を
賞
賛
し
、
政
治
的
権
威
を
附
与
・
承
認
し
た
と
い
う
論
理
に
よ
り
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
理
解
は
必
ず
し
も
デ
ル
ゲ
王
を
は
じ
め
と
す
る
東
チ
ベ
ッ
ト
の
諸
首
長
の
視
点
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
清
朝
皇
帝
自
身
も
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
へ
の
尊
崇
の
態
度
を
示
す
こ
と
で
、
諸
首
長
か
ら
の
支
持
の
獲
得
を
試
み
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
乾
隆
帝
は
一
八
世
紀
後
半
の
金
川
戦
争
終
結
後
、
四
川
の
チ
ベ
ッ
ト
諸
首
長
に
対
し
て
、
他
の
非
漢
人
地
域
の
土
司
ら

に
は
通
常
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
朝
観
（
正
月
の
皇
帝
へ
の
拝
謁
）
の
資
格
を
特
別
に
付
与
し
、
モ
ン
ゴ
ル
首
長
を
は
じ
あ
と

す
る
外
藩
王
公
や
、
ベ
ク
ら
テ
ユ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
首
長
に
次
ぐ
席
次
に
て
、
謁
見
儀
礼
や
賜
宴
に
参
加
さ
せ
、
皇
帝
ー
首
長
間
の
主

従
関
係
の
強
化
を
め
ざ
し
た
。
た
だ
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
一
七
八
〇
年
、
乾
隆
帝
は
七
旬
万
寿
節
に
お
け
る
熱
河
で
の
パ
ン
チ
ェ
ン

ラ
マ
三
世
と
の
会
見
の
場
に
も
、
多
く
の
東
チ
ベ
ッ
ト
首
長
の
参
加
を
特
に
命
じ
、
首
長
側
も
こ
れ
に
応
じ
て
、
実
際
に
熱
河
で
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

チ
ェ
ン
ラ
マ
か
ら
の
灌
頂
を
授
与
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
時
代
や
事
例
に
よ
っ
て
事
情
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
乾
隆
帝
と

東
チ
ベ
ッ
ト
諸
首
長
の
間
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
王
権
と
し
て
の
清
朝
皇
帝
の
聖
性
に
関
し
て
相
互
に
一
定
の
共
通
理
解
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
二
）
　
デ
ル
ゲ
王
国
の
政
治
構
造

　
既
述
の
ご
と
く
、
デ
ル
ゲ
王
国
は
清
朝
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
双
方
と
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
が
、
一
方
で
留
意
す
べ
き
は
、
デ
ル

ゲ
王
が
こ
う
し
た
外
部
勢
力
か
ら
の
過
度
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
無
く
、
自
律
的
な
政
権
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
政
治

構
造
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
研
究
・
調
査
に
お
い
て
す
で
に
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
以
下
で
は
行
論
に
関
わ
る
点
の
み
四
川
省
編
輯
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組
編
『
四
川
省
甘
孜
蔵
族
社
会
歴
史
調
査
』
四
川
省
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
九
五
1
＝
二
頁
等
を
参
照
し
つ
つ
整
理
し
、

必
要
に
応
じ
て
適
宜
注
記
を
付
す
。

　
デ
ル
ゲ
王
国
は
そ
の
内
部
に
、
固
有
の
権
力
基
盤
を
も
つ
多
く
の
貴
族
（
清
朝
史
料
で
は
「
頭
人
」
と
し
て
現
れ
る
）
を
取
り
込
ん

で
お
り
、
彼
ら
は
、
王
よ
り
ド
ゥ
ン
コ
ル
（
同
P
Ω
5
昌
ω
評
O
N
）
、
プ
ン
チ
ャ
（
号
o
ロ
。
冨
）
、
ホ
ル
ダ
（
げ
自
．
α
轟
）
の
称
号
を
与
え
ら

れ
序
列
化
さ
れ
て
い
た
。
最
上
位
に
位
置
す
る
ド
ゥ
ン
コ
ル
層
は
、
王
国
の
勢
力
拡
大
に
功
績
の
あ
っ
た
家
臣
の
末
商
や
、
後
に
デ
ル

ゲ
王
国
に
服
属
し
た
有
力
者
ら
で
あ
り
、
約
三
〇
名
が
存
在
し
て
い
た
。
ド
ゥ
ン
コ
ル
の
地
位
は
世
襲
で
あ
り
、
王
よ
り
下
賜
さ
れ
た

土
地
と
属
民
を
有
し
、
ド
ゥ
ン
コ
ル
相
互
の
統
属
関
係
は
無
く
、
彼
ら
は
王
に
直
接
従
属
し
た
。

　
さ
ら
に
ド
ゥ
ン
コ
ル
は
、
王
国
内
部
の
官
僚
の
供
給
源
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
ニ
ェ
ル
パ
　
（
σ
q
昌
《
①
肘
b
拶
）
・
チ
ャ
ン
ズ
i

（
℃
ξ
p
σ
q
言
鳥
N
O
匹
）
と
い
っ
た
役
職
は
政
権
運
営
の
中
枢
た
る
「
ニ
ェ
ル
パ
会
議
」
を
構
成
す
る
高
級
官
僚
で
あ
り
、
王
は
彼
ら
の
最

終
的
な
任
命
権
を
掌
握
し
て
い
た
。

　
一
方
、
こ
れ
ら
貴
族
の
上
に
君
臨
し
た
王
族
の
権
威
は
、
領
内
の
宗
教
諸
勢
力
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
強
化
さ
れ
た
。
特
に
一
七
世

紀
中
頃
の
サ
キ
ャ
派
ゴ
ン
チ
ェ
ン
寺
（
島
σ
q
o
ロ
筈
窪
傷
σ
q
8
冨
更
慶
寺
／
ル
ン
ド
ゥ
プ
テ
ン
ぎ
§
σ
q
歪
σ
ω
8
コ
σ
q
）
の
完
成
は
重
要
で

あ
り
、
以
後
、
王
族
内
部
で
は
、
世
俗
の
王
に
加
え
、
デ
ル
ゲ
に
お
け
る
宗
教
的
権
威
の
頂
点
と
し
て
ゴ
ン
チ
ェ
ン
座
主
を
継
承
す
る

シ
ス
テ
ム
が
定
ま
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
同
世
代
の
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ
王
と
座
主
を
継
承
（
特
に
初
期
に
お
い
て
座
主
は
叔
父
－
甥
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

で
受
け
継
が
れ
た
）
し
た
が
、
兄
弟
が
い
な
い
場
合
は
王
自
ら
が
座
主
を
兼
任
し
た
。
こ
の
サ
キ
ャ
派
と
の
関
係
に
加
え
、
デ
ル
ゲ
王

国
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
を
支
え
る
ゲ
ル
ク
派
の
宗
教
的
・
政
治
的
吸
引
力
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
カ
ル
マ
派
・
ニ
ン
マ
派
か
ら
成

る
五
つ
の
有
力
寺
院
を
「
五
大
家
廟
」
（
0
9
醒
9
さ
曽
σ
q
巨
σ
q
⇔
ウ
ラ
カ
ン
ガ
）
と
し
て
特
に
保
護
し
、
有
力
化
身
僧
を
体
制
内
に
組

　
　
（
1
6
）

み
込
ん
だ
。
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ま
た
、
デ
ル
ゲ
王
は
自
己
の
権
威
を
発
揚
す
る
た
め
の
政
治
的
・
宗
教
的
実
践
に
携
わ
っ
た
。
王
国
の
「
黄
金
期
」
を
築
い
た
と
さ

れ
る
前
述
の
テ
ン
パ
ツ
ェ
リ
ン
は
、
兄
弟
不
在
に
よ
り
王
位
と
ゴ
ン
チ
ェ
ン
座
主
の
二
つ
の
地
位
を
兼
ね
た
が
、
彼
は
チ
ベ
ッ
ト
医
学

や
文
学
に
深
い
造
詣
を
有
し
尊
崇
を
集
め
、
バ
ル
カ
ン
（
b
母
聾
碧
⑳
経
典
印
刷
所
）
の
建
築
と
大
蔵
経
印
刷
の
事
業
を
展
開
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

仏
教
興
隆
へ
の
貢
献
を
通
じ
て
名
声
と
権
威
を
高
め
た
。
∪
Ω
一
が
テ
ン
パ
ツ
ェ
リ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
デ
ル
ゲ
王
を
し
ば
し
ば
「
法

王
」
を
意
味
す
る
「
チ
ュ
ー
キ
ギ
ェ
ル
ポ
。
げ
o
ω
犀
覧
国
σ
q
図
巴
b
o
（
h
。
げ
o
ω
憎
σ
q
網
ゆ
一
）
」
と
い
う
呼
称
を
も
っ
て
呼
ぶ
の
も
ま
た
、
デ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ゲ
王
が
王
国
を
仏
法
に
従
い
統
治
す
る
聖
王
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
デ
ル
ゲ
の
王
族
は
王
国
に
君
臨
す
る
上
で
の
政
治
的
権
威
の
維
持
・
向
上
を
、
必
ず
し
も
清
朝
や
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権

に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
王
国
内
部
に
お
い
て
み
ず
か
ら
実
践
し
て
き
た
と
い
え
る
。
貴
族
層
か
ら
み
た
場
合
、
こ
う
し
た
デ
ル
ゲ
王

へ
の
忠
誠
と
奉
仕
は
仏
教
興
隆
に
結
び
つ
く
行
為
で
あ
り
、
自
己
の
領
域
内
に
お
け
る
支
配
の
正
当
性
の
維
持
に
も
繋
が
る
と
解
釈
さ

（
1
9
）

れ
た
。
王
族
は
仏
教
を
媒
介
と
し
て
自
ら
の
王
権
や
貴
族
と
の
統
属
関
係
の
強
化
を
可
能
に
し
、
王
国
内
部
の
聖
・
俗
両
権
を
総
撹
す

る
体
制
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
一
九
世
紀
後
半
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
よ
る
デ
ル
ゲ
王
国
支
配

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
デ
ル
ゲ
王
国
の
政
治
構
造
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
次
第
に
変
容
し
て
い
く
。
こ
の
時
期
、
四
川
省
管
下
の
ニ
ャ

ロ
ン
地
方
の
首
長
ゴ
ン
ポ
ナ
ム
ギ
ェ
ル
は
周
辺
の
諸
首
長
に
対
し
て
大
規
模
な
征
服
活
動
を
展
開
し
た
が
、
な
か
で
も
デ
ル
ゲ
王
国
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

王
族
・
高
僧
な
ど
が
ゴ
ン
ポ
ナ
ム
ギ
ェ
ル
の
軍
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
深
刻
な
被
害
を
蒙
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
四
川
省
側

が
こ
の
混
乱
に
十
分
に
対
処
で
き
ぬ
中
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
は
現
地
首
長
ら
の
要
請
を
受
け
、
遠
征
を
行
い
こ
れ
を
制
圧
し
た
。
こ
の
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時
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
は
ニ
ャ
ロ
ン
・
チ
キ
ャ
プ
（
越
㊤
σ
q
憎
8
σ
q
ω
b
覧
評
ξ
⇔
げ
ニ
ャ
ロ
ン
総
督
）
と
い
う
官
職
を
新
設
し
、
一
八
六

六
年
に
は
ニ
ャ
ロ
ン
地
方
の
み
な
ら
ず
、
デ
ル
ゲ
を
含
む
ニ
ャ
ロ
ン
に
北
接
す
る
諸
首
長
を
そ
の
支
配
下
に
編
入
し
た
。
そ
し
て
、
ニ

ャ
ロ
ン
・
チ
キ
ャ
プ
は
諸
首
長
に
よ
る
人
足
．
荷
駄
獣
拠
出
の
負
担
義
務
（
ウ
ラ
、
‘
ご
σ
q
）
、
ニ
ャ
ロ
ン
の
官
塞
守
備
の
た
め
の
人
員

派
遣
、
ま
た
は
そ
の
守
備
費
用
の
定
期
的
納
入
な
ど
、
多
様
な
人
的
・
物
的
資
源
の
徴
発
権
の
他
、
首
長
間
紛
争
の
仲
裁
・
調
停
の
権

限
な
ど
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
。
当
時
の
清
朝
は
当
初
こ
う
し
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
諸
首
長
の
関
係
を
十
分
に
認
知
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
軍
事
的
な
功
績
に
対
す
る
「
賞
給
」
と
し
て
、
ニ
ャ
ロ
ン
地
方
の
管
轄
権
を
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
移
管
し

　
　
　
（
2
1
）

た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
被
害
が
と
り
わ
け
甚
大
で
あ
っ
た
デ
ル
ゲ
王
国
が
、
他
の
諸
首
長
ら
と
と
も
に
服
属
を
表
明
し
つ
つ
も
、

別
途
単
独
で
追
加
条
項
を
盛
り
込
ん
だ
文
書
を
提
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
H
O
國
。
ζ
ω
ω
．
国
ξ
゜
閃
c
。
O
＼
ミ
ご
鵠
－
b
。
ら
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト

暦
木
牛
年
＝
月
一
五
日
（
一
八
六
六
年
一
月
二
日
、
同
治
四
年
一
一
月
一
六
日
）
に
、
王
ロ
ド
ゥ
ー
プ
ン
ツ
ォ
ク
及
び
そ
の
属
下
の

ニ
ェ
ル
パ
や
チ
ャ
ン
ズ
ー
ら
高
級
官
僚
が
提
出
し
た
文
書
の
英
訳
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
来
の
文
書
は
長
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
デ

ル
ゲ
王
へ
の
追
加
条
項
の
要
点
が
読
み
取
れ
る
箇
所
の
み
を
掲
載
す
る
。

　
　
特
に
私
に
関
し
て
で
す
が
、
総
じ
て
、
土
司
（
日
仁
巴
配
下
の
そ
の
ほ
か
の
者
達
を
含
あ
て
、
上
述
の
約
束
（
他
の
東
チ
ベ
ッ

　
　
ト
首
長
ら
の
誓
約
し
た
内
容
）
に
従
う
こ
と
を
承
諾
い
た
し
ま
す
。
…
…
政
府
は
親
切
に
も
私
土
司
に
対
し
て
相
応
な
妻
を
選
ん

　
　
で
与
え
て
下
さ
ろ
う
と
し
た
の
で
、
私
は
政
府
へ
の
慈
愛
と
感
謝
と
と
も
に
、
彼
女
を
愛
し
尊
重
す
る
こ
と
を
約
束
い
た
し
ま
す
。

　
　
そ
し
て
、
ニ
ェ
ル
パ
や
チ
ャ
ン
ズ
i
、
さ
ら
に
は
そ
の
他
の
官
僚
等
つ
ま
り
は
全
体
的
に
新
設
が
要
求
さ
れ
て
い
る
官
僚
全
て
の

　
　
任
命
に
関
し
て
は
、
当
然
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
特
筆
す
べ
き
は
、
ロ
ド
ゥ
ー
プ
ン
ツ
ォ
ク
が
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
意
向
に
従
い
王
妃
を
嬰
る
こ
と
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
既
述
の
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と
お
り
、
一
八
世
紀
に
デ
ル
ゲ
王
家
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七
世
の
親
族
と
婚
姻

関
係
を
結
ん
だ
が
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
七
世
即
位
を
め
ぐ
る
デ
ル
ゲ
王
の

貢
献
な
ど
に
由
来
し
て
お
り
、
婚
姻
を
通
じ
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
の
関

係
が
七
世
遷
化
後
も
継
続
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
第
四
三
代
ツ
ェ

ワ
ン
ド
ル
ジ
ェ
リ
ク
ズ
ィ
ン
（
箭
げ
①
匹
げ
国
昌
σ
q
a
o
ユ
①
ユ
σ
q
．
儀
巴
口
）
、
第

四
四
代
タ
ム
チ
ク
ド
ル
ジ
ェ
（
匿
ヨ
け
ω
ぼ
σ
q
a
o
二
Φ
）
は
、
タ
ル
ツ
ェ

ン
ド
を
拠
点
に
一
大
勢
力
を
築
い
て
い
た
チ
ャ
ラ
・
ギ
ェ
ル
ポ
（
8
ゆ
σ
q
ω

冨
困
σ
q
図
巴
b
o
明
正
宣
慰
使
司
）
の
一
族
の
女
性
と
婚
姻
を
結
ん
で
い
る

（
図
2
）
。
こ
の
関
係
は
、
ロ
ド
ゥ
ー
プ
ン
ツ
ォ
ク
が
、
「
チ
ャ
ラ
の
王
は
、

〔
デ
ル
ゲ
王
で
あ
る
自
ら
の
〕
母
の
父
親
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
ゴ
ン
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ナ
ム
ギ
ェ
ル
ら
が
デ
ル
ゲ
に
苦
境
を
も
た
ら
す
の
を
防
ぐ
べ
き
で
あ
っ
た
」

と
す
る
よ
う
に
、
敵
対
勢
力
と
対
抗
す
る
た
め
の
軍
事
同
盟
と
い
う
側
面

も
有
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
ロ
ド
ゥ
ー
プ
ン
ツ
ォ
ク
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
へ
の
服
属
を

契
機
と
し
て
、
政
権
内
部
の
高
級
官
僚
た
る
武
官
の
ダ
プ
ン
（
ヨ
匹
曽
”

曾
8
戴
璋
）
、
大
臣
の
カ
ル
ン
（
ぴ
犀
9
．
巨
8
鳴
布
倫
）
を
代
々
輩
出
し

て
い
た
ラ
カ
シ
ャ
家
（
困
9
屏
げ
㊤
ω
『
自
D
σ
q
）
の
ツ
ェ
ワ
ン
ノ
ル
ブ
（
げ
ω
げ
Φ
傷
ぴ
p
ロ
σ
q

昌
o
困
げ
信
）
の
娘
ツ
ェ
テ
ン
ド
ル
カ
ル
（
諾
げ
Φ
げ
含
㊤
づ
ω
σ
q
智
9
α
閃
曽
N
）
を
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（
2
3
）

妻
に
迎
え
た
。
こ
う
し
た
婚
姻
関
係
は
一
代
限
り
の
も
の
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
王
位
を
継
承
し
た
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン

ゲ
も
中
央
チ
ベ
ッ
ト
貴
族
出
身
の
女
性
を
嬰
っ
て
い
る
。
デ
ル
ゲ
の
王
族
は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
へ
の
服
属
を
契
機
と
し
て
、
従
来
型

の
首
長
相
互
間
の
婚
姻
か
ら
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
内
部
の
有
力
者
と
の
そ
れ
に
転
換
し
た
と
い
え
る
。

　
次
に
上
掲
史
料
で
重
要
に
な
る
の
は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
が
デ
ル
ゲ
王
国
の
高
級
官
僚
に
対
す
る
任
命
権
を
掌
握
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
本
来
は
デ
ル
ゲ
王
の
権
限
で
あ
っ
た
ニ
ェ
ル
パ
や
チ
ャ
ン
ズ
ー
ら
の
人
事
に
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
が
直
接
干
渉
し
う
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
高
級
官
僚
の
供
給
源
た
る
ド
ゥ
ン
コ
ル
層
に
対
す
る
デ
ル
ゲ
王
の
統
制
が
弱
ま
り
、
か
え
っ
て
ダ
ラ
イ
ラ

マ
政
権
が
ド
ゥ
ン
コ
ル
層
に
与
え
る
影
響
力
が
強
化
さ
れ
、
後
に
王
国
内
の
権
力
闘
争
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
。

　
た
だ
し
興
味
深
い
の
は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
対
し
て
提
出
し
た
こ
の
文
書
で
、
デ
ル
ゲ
王
や
そ
の
他
諸
首
長
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
自

ら
を
土
司
と
称
し
、
さ
ら
に
下
記
の
ご
と
く
、

　
　
私
は
、
中
国
（
〇
三
コ
①
ω
①
）
及
び
チ
ベ
ッ
ト
の
政
府
に
対
す
る
第
一
の
家
臣
と
し
て
の
私
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
通
常
の
業
務
に
お

　
　
い
て
、
胡
麻
の
種
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
程
度
す
ら
も
お
ろ
そ
か
に
し
、
怠
る
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
。

と
し
て
、
清
朝
に
対
す
る
服
従
の
姿
勢
を
も
同
時
に
表
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
土
司
の
自
称
は
、
一
見
す
る
と
、
影
響
力

を
増
し
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
対
す
る
牽
制
の
意
味
を
込
め
た
外
交
戦
略
に
も
見
受
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
側
面
も
皆
無
で
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
こ
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
へ
の
服
属
の
表
明
が
、
ニ
ャ
ロ
ン
遠
征
直
後
の
チ
ベ
ッ
ト
軍

の
駐
留
下
に
お
い
て
為
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
中
に
は
徴
税
・
径
役
・
婚
姻
・
人
事
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
取
り
決
め
が
項

目
別
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
文
書
が
、
チ
ベ
ッ
ト
軍
と
、
デ
ル
ゲ
王
を
含
む
諸
首
長
と
の
間
で
具
体
的
な
内
容
の
調
整
を
経
た
上

で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
知
し
う
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
首
長
側
が
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
意
向
に
反
す
る
文
言
を
挿
入
す
る

こ
と
は
事
実
上
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
服
属
文
書
に
は
、
な
ぜ
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
清
朝
双
方
に
対
す
る
忠
誠
が
明
記
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し
て
あ
る
の
か
。

　
ま
ず
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
が
東
チ
ベ
ッ
ト
に
支
配
を
浸
透
さ
せ
る
上
で
、
土
司
制
度
の
枠
組
み
を
否
定
し
て
清
朝
と
不
要
な
摩
擦
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

緊
張
を
惹
起
す
る
こ
と
は
回
避
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
加
え
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
四
川
ー
チ
ベ
ッ
ト
間
の
交
通
の
要
衝
た
る
東
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
諸
首
長
の
機
能
・
役
割
で

あ
る
。
ま
ず
清
朝
か
ら
み
た
場
合
、
一
八
世
紀
前
半
以
来
、
四
川
は
交
通
・
軍
事
・
財
政
等
に
お
い
て
チ
ベ
ッ
ト
政
策
を
支
え
る
重
要

拠
点
と
な
っ
た
。
清
朝
は
東
チ
ベ
ッ
ト
の
幹
線
ル
ー
ト
上
の
主
要
地
点
に
駅
帖
を
設
け
て
官
兵
を
駐
留
さ
せ
、
官
僚
や
文
書
な
ど
の
移

動
を
管
理
し
た
。
し
か
し
、
高
山
・
渓
谷
に
覆
わ
れ
た
東
チ
ベ
ッ
ト
を
往
来
す
る
上
で
重
要
な
移
動
手
段
で
あ
る
人
足
・
荷
駄
獣
は
基

本
的
に
土
司
を
介
し
て
調
達
し
て
お
り
、
交
通
・
軍
事
に
お
い
て
土
司
の
奉
仕
を
安
定
的
に
確
保
す
る
こ
と
は
清
朝
に
と
っ
て
不
可
欠

　
　
（
2
5
）

で
あ
っ
た
。
他
方
、
こ
う
し
た
現
地
首
長
の
役
割
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
前
掲
史
料
中
の
「
通
常

の
業
務
」
と
は
、
諸
首
長
ら
の
服
属
の
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
、
四
川
ー
チ
ベ
ッ
ト
間
の
交
通
を
支
え
る
人
足
・
荷
駄
獣
拠
出
の
負
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

義
務
、
そ
し
て
山
賊
の
襲
撃
な
ど
か
ら
の
通
行
人
の
安
全
確
保
等
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ニ
ャ
ロ
ン
北
方
や
デ
ル
ゲ
を
通

過
し
て
チ
ャ
ム
ド
に
至
る
北
路
は
商
業
ル
ー
ト
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
清
朝
皇
帝
か
ら
ダ
ラ
イ
ラ
マ
・
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
へ
の
布
施
を

　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

含
む
四
川
茶
の
輸
送
を
安
定
さ
せ
る
上
で
、
諸
首
長
に
よ
る
現
地
の
秩
序
維
持
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
東
チ

ベ
ッ
ト
諸
首
長
は
清
朝
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
は
ざ
ま
で
人
や
物
の
移
動
を
支
え
、
両
者
の
関
係
を
媒
介
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

お
り
、
彼
ら
が
清
朝
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
双
方
か
ら
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
と
っ
て
も
積
極
的
な
意
味
を
有

し
て
い
た
。
清
朝
／
中
国
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
間
に
東
チ
ベ
ッ
ト
支
配
を
め
ぐ
る
対
立
が
生
じ
る
以
前
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
－
東
チ

ベ
ッ
ト
首
長
間
に
お
い
て
は
、
清
朝
の
権
威
・
権
力
の
存
在
も
ま
た
相
互
に
了
解
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
、
デ
ル
ゲ
王
族
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
関
係
は
そ
の
後
も
さ
ら
に
緊
密
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
ダ
ラ
イ
ラ
マ
＝
二
世
伝
』
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（
以
下
∪
い
一
G
。
と
略
記
）
涛
P
一
鵠
国
の
チ
ベ
ッ
ト
暦
土
鼠
年
（
一
八
八
八
）
正
月
一
〇
日
の
記
事
に
は
、
デ
ル
ゲ
王
が
ラ
サ
に
お
け

る
「
大
祈
願
祭
（
ム
ン
ラ
ム
H
チ
ェ
ン
モ
）
」
の
施
主
と
し
て
出
席
し
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
に
謁
見
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
祈
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

祭
は
ゲ
ル
ク
派
開
祖
ツ
ォ
ン
カ
バ
が
創
始
し
た
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
と
っ
て
一
年
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
行
事
で
あ
る
。
デ
ル

ゲ
王
が
こ
の
大
祈
願
祭
の
施
主
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
権
威
高
揚
を
は
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
こ
う
し
た
事
例
は
、
両
者
の
関
係
を
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
よ
る
一
方
的
な
支
配
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
相
互
関
係
の
中
で
理
解
す

べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
清
朝
棺
案
史
料
に
お
い
て
、
ニ
ャ
ロ
ン
・
チ
キ
ャ
プ
を
通
じ
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
東
チ
ベ

ッ
ト
支
配
は
、
各
地
に
重
税
を
課
す
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
ニ
ャ
ロ
ン
経
営
を
通
じ
て
吸
い
上
げ
ら
れ
た
人
的
・
物
的

資
源
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
に
チ
ベ
ッ
ト
進
出
を
企
図
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
対
峙
し
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

た
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
収
奪
が
東
チ
ベ
ッ
ト
の
社
会
の
反
発
を
招
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
棺
案
史
料
は
ニ
ャ
ロ
ン

門
チ
キ
ャ
プ
の
収
奪
状
況
を
清
朝
の
東
チ
ベ
ッ
ト
政
策
を
正
当
化
す
る
文
脈
に
お
い
て
説
明
す
る
傾
向
に
も
あ
る
た
め
、
個
別
の
現
象

に
つ
い
て
は
チ
ベ
ッ
ト
語
史
料
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
解
釈
す
べ
き
あ
ろ
う
。
以
下
の
史
料
は
、
一
九
〇
八
年
、
後
述
す
る
督
辮
川

漫
辺
務
大
臣
趙
爾
豊
の
デ
ル
ゲ
王
国
進
駐
に
際
し
て
、
デ
ル
ゲ
王
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
（
巳
o
二
①
器
昌
σ
q
σ
q
Φ
多
吉
僧
格
）
か
ら
趙
爾
豊

に
提
出
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
語
書
簡
で
あ
る
。

　
　
ニ
ャ
ロ
ン
・
チ
キ
ャ
プ
か
ら
、
俸
給
塩
と
い
う
名
目
で
、
西
寧
〔
属
下
〕
の
ギ
ャ
デ
（
『
σ
q
団
帥
巴
Φ
）
の
ダ
ム
ド
部
族
に
よ
っ
て
塩

　
　
の
荷
駄
五
百
、
そ
し
て
土
司
で
あ
る
ラ
ト
i
（
一
冨
爵
o
σ
q
）
一
族
か
ら
、
バ
タ
ー
の
税
と
い
う
名
目
で
、
バ
タ
i
荷
駄
三
〇
ほ
ど

　
　
が
、
デ
ル
ゲ
地
方
の
外
の
牧
民
地
域
を
通
っ
て
、
ニ
ャ
ロ
ン
ま
で
、
以
前
か
ら
運
搬
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
慣
例
が
あ
り
ま

　
　
し
た
。
で
す
が
近
頃
、
塩
の
荷
駄
千
余
り
が
拠
出
さ
れ
て
以
来
、
デ
ル
ゲ
地
方
の
官
塞
の
外
の
チ
ョ
ル
、
ザ
ム
、
ト
ク
各
々
三
者

　
　
か
ら
多
量
の
麦
焦
が
し
が
運
搬
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
西
寧
の
ギ
ャ
デ
各
々
五
箇
所
と
、
土
司
で
あ
る
リ
ン
ツ
ァ
ン
（
＝
昌
鵬
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房
げ
碧
σ
q
）
等
に
対
し
、
毎
年
、
銀
の
税
一
両
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
と
〔
命
令
が
〕
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
つ
い
で
に
、
奉
納
物

　
　
の
荷
駄
六
百
前
後
が
デ
ン
コ
ク
ま
で
搬
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
〔
事
態
〕
が
あ
り
ま
し
た
・
デ
ル
ゲ
境
域
の
官
塞
の
外
か
ら
陶
工
幅

　
　
税
の
荷
駄
二
百
ほ
ど
が
運
ば
れ
、
外
部
の
ゴ
ル
と
い
う
遊
牧
集
団
は
、
毎
年
、
皮
革
を
三
百
枚
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

　　

ｷ
が
・
そ
れ
に
対
し
て
・
費
用
の
券
も
獲
得
で
き
な
い
の
華
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

こ
の
書
簡
は
清
朝
軍
の
駐
留
下
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
二
・
・
ン
・
チ
キ
・
プ
の
苛
敏
謙
求
に
対
す
る
趙
爾
豊
ら
に
よ
姻

る
批
判
に
沿
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
が
、
リ
ン
ツ
ァ
ン
閥
ギ
ェ
ル
ポ
や
　
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ

ラ
ト
ー
”
ギ
ェ
ル
ポ
を
は
じ
め
と
す
る
、
デ
ル
ゲ
に
隣
接
す
る
小
規
模
首
長
の
負
担
義
務
に
関
し
て
実
に
詳
細
な
情
報
を
把
握
し
て
い
　
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
を
考
え
る
上
で
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
デ
ル
ゲ
王
国
と
、
史
料
中
に
ギ
ャ
デ
と
し
て
言
及
さ
れ
る
人
々
、
脚

つ
ま
り
デ
ル
ゲ
の
西
北
に
位
置
す
る
デ
ィ
ム
チ
N
ニ
ェ
ル
ン
ガ
（
α
巨
。
巨
ξ
霞
巨
σ
q
曽
玉
樹
二
十
五
族
）
の
関
係
で
あ
る
。
デ
ィ
ム
　
敏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

チ
H
ニ
ェ
ル
ン
ガ
は
ニ
ャ
ロ
ン
・
チ
キ
ャ
プ
へ
定
期
的
な
銀
納
入
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
集
団
で
あ
っ
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
　
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
フ

一
八
八
九
年
、
彼
ら
の
銀
納
入
遅
延
に
対
し
て
、
デ
ル
ゲ
は
軍
隊
を
現
地
に
派
遣
し
て
納
入
を
強
要
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
デ
ル
ゲ
王
　
タ

国
は
二
・
・
ン
か
蓬
方
に
位
置
す
・
・
う
し
た
首
長
に
対
と
・
・
ン
・
チ
キ
・
プ
へ
の
負
担
霧
の
履
行
を
監
督
す
・
役
割
を
も
鳳

担
・
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
例
に
鑑
み
る
に
、
上
掲
史
料
の
記
載
も
、
従
来
デ
ル
ゲ
王
国
が
二
・
・
ン
・
チ
キ
・
プ
と
岡
ア
ル
ゲ
齪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

近
隣
諸
首
長
・
部
落
の
間
の
徴
税
過
程
に
介
在
し
て
い
た
実
情
を
反
映
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
デ
ル
ゲ
王
国
は
ニ
ャ
ロ
ン
　
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

・
チ
キ
。
プ
に
密
着
し
つ
つ
、
ダ
フ
イ
一
フ
マ
政
権
の
東
チ
ベ
。
ト
支
配
の
協
力
者
と
し
て
行
動
し
て
い
た
側
面
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
繊

り
、
付
言
す
れ
ば
、
そ
の
過
程
で
王
国
自
身
が
一
定
の
利
益
を
獲
得
し
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
蓮
の
ダ
ラ
泄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

イ
ラ
マ
政
権
と
デ
ル
ゲ
王
国
の
関
係
緊
密
化
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
王
国
内
部
の
分
裂
の
契
機
を
も
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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第
三
章
　
デ
ル
ゲ
王
国
の
王
位
継
承
問
題
と
清
朝
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権

　
一
九
世
紀
末
、
デ
ル
ゲ
王
国
で
は
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
抗
争
が
生
じ
た
。
デ
ル
ゲ
王
ロ
ド
ゥ
ー
プ
ン
ツ
ォ
ク
に
は
前
述
の
ド
ル
ジ
ェ

セ
ン
ゲ
と
そ
の
弟
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
（
、
す
日
号
巴
憎
ぎ
筈
①
づ
降
白
仁
青
）
と
い
う
二
人
の
息
子
が
い
た
が
、
両
者
は
腹
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
兄
弟
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
弟
の
母
は
中
央
チ
ベ
ッ
ト
出
身
の
王
妃
ツ
ェ
テ
ン
ド
ル
カ
ル
で
あ
っ
た
（
図
2
）
。
し
か
し
、
後
に
こ

の
兄
弟
の
ど
ち
ら
に
王
位
を
継
承
さ
せ
る
の
か
を
め
ぐ
り
、
王
・
王
妃
の
関
係
が
悪
化
し
た
。
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
の
王
位
擁
立

を
望
む
王
妃
は
、
王
国
内
の
一
定
の
貴
族
層
を
味
方
に
つ
け
、
当
時
ニ
ャ
ロ
ン
・
チ
キ
ャ
プ
の
職
に
あ
っ
た
ド
ゥ
ー
ド
ゥ
ル
ド
ル
ジ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

（げ

C
＆
、
α
巳
a
o
ユ
①
）
と
結
び
つ
き
王
の
廃
位
を
画
策
し
た
。
中
央
チ
ベ
ッ
ト
出
身
の
王
妃
の
存
在
感
、
デ
ル
ゲ
王
国
の
貴
族
層
に

対
す
る
ニ
ャ
ロ
ン
目
チ
キ
ャ
プ
の
影
響
力
の
高
ま
り
が
、
内
部
の
分
裂
を
促
進
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
ま
た
、
旦
ハ
体
的
な
関
連
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
の
支
持
者
に
は
、
カ
ル
マ
派
出
身
の
ジ
ャ
ム
ゴ
ン
コ
ン

ト
ゥ
ル
（
、
す
ヨ
日
σ
q
o
コ
屏
o
づ
σ
q
°
。
胃
巳
）
や
ジ
ュ
ミ
パ
ム
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
（
言
巨
喜
曽
§
『
σ
q
冨
日
け
ω
げ
o
）
な
ど
、
当
時
デ
ル
ゲ
の
国
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訓
）

に
対
し
て
発
言
力
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
高
僧
ら
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
宗
教
勢
力
と
の
関
係
を
密
に
し
た
ジ
ャ
ム
ペ
ル

リ
ン
チ
ェ
ン
が
、
王
国
内
で
一
定
の
求
心
力
を
確
保
し
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
内
紛
は
清
朝
の
東
チ
ベ
ッ
ト
政
策
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
曲
折
を
経
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
世
紀
末
、
四
川
総

督
鹿
傳
森
を
中
心
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ベ
ッ
ト
進
出
の
危
機
に
対
応
す
る
上
で
戦
略
的
な
要
地
と
な
っ
た
東
チ
ベ
ッ
ト
に
支
配
権

を
確
立
す
る
た
め
、
ニ
ャ
ロ
ン
地
方
を
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
か
ら
接
収
し
て
四
川
の
統
治
下
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
の
強
硬
論
が
台
頭
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
ニ
ャ
ロ
ン
回
収
」
の
強
硬
論
者
で
あ
っ
た
四
川
総
督
鹿
傳
霧
は
、
一
八
九
六
か
ら
一
八
九
七
年
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
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（
3
5
）

政
権
に
よ
る
激
し
い
反
発
に
遭
い
つ
つ
も
、
清
朝
中
央
を
説
得
し
つ
つ
ニ
ャ
ロ
ン
の
軍
事
的
制
圧
を
強
行
し
た
。

　
こ
の
東
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
清
朝
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
急
速
な
高
ま
り
と
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
よ
る
支
配
の
後
退
を
受
け
、
ロ
ド
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ー
プ
ン
ツ
ォ
ク
は
清
朝
に
支
援
を
要
請
し
て
王
妃
ら
へ
の
対
抗
を
試
み
た
。
し
か
し
、
川
蔵
北
路
要
衝
に
位
置
す
る
デ
ル
ゲ
の
掌
握
の

必
要
性
を
感
じ
て
い
た
鹿
傳
森
は
、
却
っ
て
こ
れ
を
「
改
土
帰
流
」
（
土
司
と
廃
し
て
中
央
派
遣
の
官
僚
支
配
に
変
更
す
る
政
策
）
の

絶
好
の
機
会
と
と
ら
え
、
自
ら
の
派
遣
し
た
官
僚
の
主
導
下
に
お
い
て
、
王
・
王
妃
・
長
子
・
次
子
の
王
族
全
ロ
貝
を
成
都
に
連
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

強
行
措
置
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
後
の
事
実
経
過
は
極
め
て
複
雑
な
も
の
で
あ
る
が
、
端
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
一
連

の
鹿
傳
森
の
性
急
な
政
策
は
、
清
朝
内
部
に
お
い
て
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
の
関
係
悪
化
や
、
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
対
外
関
係
へ
の
悪

影
響
を
懸
念
す
る
諸
官
僚
の
反
発
も
あ
り
、
結
局
は
中
央
の
賛
同
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
事
態
は
、
鹿
傳
森
の
四
川
総
督

解
任
、
ニ
ャ
ロ
ン
地
方
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
へ
の
返
還
、
そ
し
て
デ
ル
ゲ
王
国
の
改
土
帰
流
の
撤
回
へ
と
帰
結
し
、
東
チ
ベ
ッ
ト
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

ぼ
鹿
傳
森
の
政
策
以
前
の
秩
序
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
清
朝
の
重
大
な
政
策
転
換
を
も
た
ら
し
た
最
初
の
契
機
が
、
改
土
帰
流
に
対
す
る
デ
ル
ゲ
の
基
層
社
会
の
強
い
反
発

だ
っ
た
こ
と
は
明
記
し
て
お
き
た
い
。
清
朝
官
僚
が
デ
ル
ゲ
で
の
賦
税
徴
収
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
、
貴
族
層
は
住
民
数
百
名
を
動
員
し

て
「
も
し
我
々
に
賦
税
を
上
納
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
土
司
を
解
放
し
な
い
う
ち
は
決
し
て
命
令
に
遵
う
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
王
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

帰
還
を
要
求
し
、
駐
留
官
兵
ら
の
移
動
手
段
の
拠
出
を
拒
絶
し
た
。
こ
の
よ
う
な
現
地
の
政
情
不
安
は
鹿
傳
森
の
政
策
に
対
す
る
清
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

内
部
か
ら
の
批
判
を
招
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
ま
た
、
事
件
後
に
デ
ル
ゲ
を
通
過
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
旅
行
者
に
よ
れ
ば
、
ダ
ラ
イ
ラ

マ
政
権
の
官
僚
ら
が
現
地
で
あ
ら
ゆ
る
物
的
資
源
を
徴
発
し
う
る
権
力
を
有
し
極
め
て
畏
怖
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
漢
人
は
却
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

強
い
反
感
を
向
け
ら
れ
、
彼
ら
の
居
住
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
り
、
清
朝
主
導
の
秩
序
維
持
も
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
、
王
族
ら

支
配
者
層
が
、
内
紛
を
自
己
に
有
利
な
か
た
ち
で
解
決
す
る
上
で
清
朝
権
力
を
戦
略
的
に
利
用
し
て
い
た
一
方
で
、
基
層
社
会
に
お
け
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る
清
朝
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
権
威
に
は
大
き
な
差
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
デ
ル
ゲ
王
国
の
統
属
関
係
に
対
し
て
、
清
朝
は
実
効
性
の
あ
る
対
応
を
と
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
一
八
九
八
年
一
月
、
善
後
処
理
を
委
ね
ら
れ
た
候
補
直
隷
州
知
州
党
鳳
岡
は
、
王
と
王
妃
が
四
川
連
行
の
後
に
相
次
い
で

病
死
し
た
た
め
、
デ
ル
ゲ
に
て
王
国
領
内
の
貴
族
・
寺
院
勢
力
を
招
集
し
、
長
子
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
を
新
た
に
土
司
に
任
じ
た
。
そ
し

て
、
「
〔
土
司
・
頭
人
達
は
〕
決
し
て
チ
ベ
ッ
ト
人
官
僚
と
私
通
し
て
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
結
託
し
、
百
姓
を
虐
待
し
て
自
滅
を
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
な
ら
な
い
」
と
命
令
を
下
し
た
。

　
し
か
し
、
常
駐
可
能
な
官
兵
等
に
よ
る
監
視
を
と
も
な
わ
ぬ
禁
令
が
、
現
地
の
動
き
を
拘
束
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ド
ル
ジ
ェ
セ

ン
ゲ
は
王
位
を
継
承
し
て
間
も
な
い
一
八
九
九
年
に
ラ
サ
を
訪
問
し
て
ダ
ラ
イ
ラ
マ
に
謁
見
し
、
一
九
〇
一
年
頃
に
至
る
ま
で
滞
在
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
二
年
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
が
デ
ル
ゲ
に
帰
還
し
た
後
、
王
族
・
高
級
官
僚
と
と

も
に
ニ
ャ
ロ
ン
ほ
チ
キ
ャ
プ
で
あ
る
ポ
ル
カ
ン
家
（
げ
o
憎
窪
碧
σ
q
房
げ
9
。
口
σ
q
）
の
ソ
ナ
ム
ト
プ
ギ
ェ
ー
（
び
ω
o
匹
昌
p
ヨ
の
の
8
げ
ω
お
冤
器
）

に
提
出
し
た
文
書
（
一
〇
園
゜
ζ
G
Q
ω
゜
閏
｝
o
村
゜
閃
c
o
O
＼
一
刈
刈
”
刈
1
一
ト
⊃
）
か
ら
窺
え
る
。
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
は
、

　
　
サ
チ
ュ
ー
バ
で
あ
る
私
が
ラ
サ
に
赴
い
た
と
き
、
神
聖
に
し
て
全
知
全
能
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
は
様
々
な
方
法
で
私
を
祝
福
し
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
て
、
私
の
要
望
に
応
え
る
か
た
ち
で
、
「
大
い
な
る
至
上
の
印
章
」
と
呼
ば
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
国
家
の
印
章
が
押
印
さ
れ
た

　
　
称
号
の
証
文
を
授
け
て
く
れ
ま
し
た
。
…
…
父
か
ら
息
子
へ
と
継
承
す
る
権
利
に
よ
っ
て
、
サ
チ
ュ
ー
バ
の
地
位
と
中
国
皇
帝

　
　
（
○
巨
コ
Φ
ω
①
①
日
b
零
自
）
か
ら
授
け
ら
れ
た
土
司
の
称
号
を
保
持
し
て
い
る
た
め
、
情
深
き
ご
援
助
及
び
名
誉
の
重
圧
・
責
任
を

　
　
担
っ
て
い
る
、
サ
チ
ュ
ー
バ
・
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
、
ま
た
の
名
を
ガ
ワ
ン
ロ
サ
ン
と
い
う
私
は
、
こ
こ
に
ご
命
令
に
完
全
に
従
う

　
　
こ
と
を
約
束
致
し
ま
す
。

と
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
か
ら
デ
ル
ゲ
の
統
治
者
と
し
て
の
地
位
を
承
認
さ
れ
た
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
は
自
ら
を
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（
舅
）

「
サ
チ
ュ
ー
バ
」
と
称
す
る
が
、
こ
れ
は
「
王
」
・
「
君
主
」
を
意
味
す
る
「
銘
ω
越
a
冨
」
で
あ
る
。
こ
の
称
号
が
デ
ル
ゲ
王
に
授

与
さ
れ
た
正
確
な
時
期
の
特
定
は
難
し
い
が
、
少
く
と
も
、
第
二
章
で
掲
載
し
た
、
前
代
デ
ル
ゲ
王
ロ
ド
ゥ
ー
プ
ン
ツ
ォ
ク
か
ら
ニ
ャ

ロ
ン
H
チ
キ
ャ
プ
に
提
出
さ
れ
た
文
書
は
、
自
ら
を
土
司
と
称
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
ダ
ラ
イ
ラ
マ
一
二
世
伝
』
及
び

∪
い
一
。
。
を
通
覧
す
る
と
、
一
八
八
六
年
の
u
b
一
。
。
爵
P
一
合
ぴ
を
最
初
の
記
載
と
し
て
、
デ
ル
ゲ
王
に
サ
チ
ュ
ー
バ
の
呼
称
が
用
い
ら

れ
始
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
は
遅
く
と
も
一
八
八
〇
年
代
中
頃
ま
で
に
、
清
朝
授
与
の
土
司
と
は
別
個
に
、
独
自
に

デ
ル
ゲ
王
に
サ
チ
ュ
ー
バ
の
称
号
を
授
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
王
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
も
ま
た
、
こ
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
承
認
の
称
号
を
も

つ
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
の
清
朝
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
対
す
る
態
度
の
違
い
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
各
称
号
の
使
い
分
け
で

あ
る
。
前
掲
史
料
で
は
サ
チ
ュ
ー
パ
と
と
も
に
清
朝
授
与
の
土
司
を
併
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
の
関
係
構
築
を

禁
じ
て
い
た
清
朝
に
対
す
る
文
書
に
は
、
自
ら
を
「
デ
ル
ゲ
土
司
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
（
ω
自
Φ
仙
σ
q
①
爵
＝
げ
巴
巳
o
ユ
①
ω
Φ
ロ
σ
q
σ
q
Φ
）
」
と
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

し
、
「
徳
爾
格
武
宣
慰
司
」
の
印
章
を
押
捺
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
が
、
清
朝
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
相
互
の
方
針

の
違
い
を
自
覚
し
つ
つ
対
応
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
上
掲
の
ソ
ナ
ム
ト
プ
ギ
ェ
ー
に
提
出
し
た
文
書
に
は
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
と
中
央
チ
ベ
ッ
ト
貴
族
ギ
ェ
ル
ド
ン
ナ
ン
（
居
σ
q
図
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

σ
q
憎
o
冨
σ
q
轟
p
σ
q
）
家
出
身
の
娘
カ
ル
マ
チ
ュ
ー
キ
（
評
胃
巨
p
筈
o
ω
尊
置
）
及
び
そ
の
妹
と
の
結
婚
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
、
こ
の
王
妃

ら
に
加
え
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
と
王
位
を
争
っ
た
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
、
ニ
ェ
ル
パ
ら
高
級
官
僚
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
ド
ル
ジ
ェ
セ

ン
ゲ
へ
の
忠
誠
を
誓
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
権
威
の
も
と
で
自
ら
を
中
心
と
す
る
デ
ル
ゲ

王
国
の
秩
序
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
激
し
い
内
紛
を
と
も
な
う
交
代
を
経
た
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
は
、
か

つ
て
の
テ
ン
パ
ツ
ェ
リ
ン
の
如
く
王
国
内
部
で
の
権
威
を
独
力
で
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
へ
の
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依
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
　
二
〇
世
紀
初
頭
、
趙
爾
豊
の
改
土
帰
流
と
デ
ル
ゲ
王
国
帰
属
問
題
の
形
成

　
こ
う
し
た
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
に
よ
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
へ
の
依
存
も
ま
た
、
王
国
内
部
の
分
裂
を
一
時
的
に
食
い
止
め
た
に
過
ぎ
ず
、

王
位
を
め
ぐ
る
兄
弟
間
の
争
い
は
ま
も
な
く
再
燃
し
た
。
こ
の
抗
争
の
経
緯
も
ま
た
複
雑
さ
を
極
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

当
時
の
両
者
の
対
抗
関
係
を
規
定
し
て
い
た
要
素
は
、
王
国
内
部
に
お
け
る
貴
族
層
の
分
裂
の
深
刻
化
で
あ
ろ
う
。
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ

の
支
持
層
に
は
、
当
時
の
支
配
機
構
の
中
枢
を
掌
握
し
て
い
た
二
名
の
ニ
ェ
ル
パ
、
ギ
ャ
ン
カ
ン
家
（
σ
q
図
曽
富
σ
q
評
げ
9
D
昌
σ
q
け
ω
げ
帥
口
鵬
）
の

デ
チ
ェ
ン
ノ
ル
ブ
と
ジ
ュ
チ
ュ
ン
家
（
．
甘
筈
ま
σ
q
け
終
碧
σ
q
結
窮
家
）
の
ジ
ャ
ム
ヤ
ン
プ
ン
ツ
ォ
ク
（
、
す
ヨ
α
ξ
餌
コ
σ
q
9
巨

け
玲
o
σ
q
ω
）
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
の
支
持
層
に
は
、
お
お
よ
そ
比
定
可
能
な
貴
族
名
を
挙
げ

る
と
、
金
沙
江
西
岸
ジ
ョ
ン
ダ
（
．
す
日
量
江
達
）
の
ゲ
ジ
ャ
家
（
σ
q
①
宣
諾
げ
碧
σ
q
格
則
家
）
、
デ
ブ
i
家
（
再
①
．
σ
o
α
房
『
弩
σ
q
正
柏

家
）
、
当
時
ニ
ェ
ル
パ
を
務
め
て
い
た
チ
ャ
グ
ー
家
（
9
曽
同
σ
q
o
α
け
ω
げ
磐
σ
q
夏
克
家
）
の
チ
ャ
グ
ー
タ
シ
（
ξ
9
「
σ
q
o
α
ω
町
9
ω
臣
の
）
、

金
沙
江
東
岸
の
サ
カ
ル
家
（
銘
α
犀
輿
畠
げ
磐
α
q
撒
鳴
家
）
、
ダ
ヤ
プ
家
（
げ
冨
σ
q
σ
q
受
9
。
げ
訂
げ
き
σ
q
乍
γ
家
）
な
ど
ド
ゥ
ン
コ
ル
階
層
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

有
力
貴
族
な
ど
が
存
在
し
た
ほ
か
、
ゴ
ン
チ
ェ
ン
寺
の
支
持
も
獲
得
し
て
い
た
。

　
両
勢
力
は
そ
れ
ぞ
れ
清
朝
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
支
援
を
求
め
つ
つ
激
し
い
闘
争
を
繰
り
広
げ
た
。
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
は
調
停
に
乗

り
出
し
、
他
方
で
清
朝
も
官
兵
を
派
遣
し
て
事
態
の
収
拾
を
は
か
っ
た
が
、
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
側
の
勢
力
は
却
っ
て
清
朝
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

を
包
囲
・
威
圧
し
て
土
司
の
官
印
を
求
め
る
な
ど
、
情
勢
は
悪
化
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
抗
争
の
帰
趨
を
決
し
た
の
は
、
当
時
、
近
代
国
家
建
設
を
目
指
し
「
新
政
」
を
開
始
し
た
清
朝
に
よ
る
介
入
で
あ
っ
た
。
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清
朝
は
一
九
〇
四
年
の
英
蔵
間
で
の
ラ
サ
条
約
締
結
を
「
主
権
」
喪
失
の
危
機
と
判
断
し
、
こ
の
条
約
内
容
を
再
度
清
英
間
で
交
渉
し
、

一
九
〇
六
年
に
は
北
京
条
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
間
に
、
清
朝
は
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
・
社
会
改
革
へ
と
移
行
し
、
一
九
〇
六
年
に
は
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

チ
ベ
ッ
ト
経
営
の
専
門
ポ
ス
ト
で
あ
る
督
辮
川
愼
辺
務
大
臣
を
設
置
し
、
当
時
、
バ
タ
ン
で
の
改
革
に
反
発
し
て
蜂
起
し
た
チ
ベ
ッ
ト

人
反
乱
を
鎮
圧
し
た
建
昌
道
台
趙
爾
豊
が
こ
れ
に
就
任
し
た
。

　
趙
爾
豊
は
早
く
よ
り
デ
ル
ゲ
の
紛
糾
を
注
視
し
て
い
た
が
、
同
時
期
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
か
ら
の
救
援
要
請
を
受
け
た
こ
と
を
契
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

と
し
て
、
本
格
的
な
介
入
に
乗
り
出
し
た
。
趙
爾
豊
が
警
戒
し
た
の
は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
デ
ル
ゲ
王
国
の
統
属
関
係
で
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

れ
を
断
ち
切
っ
て
清
朝
の
一
元
的
な
支
配
下
に
編
入
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
趙
爾
豊
率
い
る
軍
隊
駐
留
と
い
う
状
況
下

に
お
い
て
、
一
九
〇
八
年
一
一
月
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
は
第
二
章
で
掲
載
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
書
簡
を
趙
爾
豊
に
提
出
し
、
ニ
ャ
ロ
ン
、

チ
キ
ャ
プ
が
デ
ル
ゲ
及
び
隣
接
諸
地
域
に
課
し
て
き
た
諸
々
の
税
負
担
を
上
訴
す
る
と
い
う
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
へ
の
服
従
拒
否
と
も

受
け
取
れ
る
行
動
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
背
景
に
到
来
し
た
趙
爾
豊
に
依
存
し
て
対
抗
勢
力
を
征
討
す
る

と
い
う
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
の
能
動
的
自
己
保
全
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
諸
首
長
の
機
会
主
義
的
な
政
治
行
動
が
、
ダ

ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
よ
る
東
チ
ベ
ッ
ト
支
配
の
一
端
を
解
体
し
て
い
っ
た
。

　
こ
れ
と
平
行
し
て
、
趙
爾
豊
は
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
の
潜
伏
す
る
デ
ル
ゲ
北
方
ザ
チ
ュ
カ
（
「
匹
N
曽
O
げ
⊆
評
『
曽
）
に
て
掃
討
作

戦
を
展
開
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
を
頼
り
ラ
サ
へ
と
逃
亡
し
た
。

　
他
方
で
、
趙
爾
豊
は
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
を
頂
点
と
す
る
秩
序
を
再
構
築
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
デ
ル
ゲ
は
改
土
帰
流
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

で
あ
り
、
そ
の
機
会
を
再
び
失
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
デ
ル
ゲ
王
国
の
解
体
を
唱
え
始
め
た
。
さ
ら
に
同
時
期
、
デ
ル
ゲ
近
隣
の

金
鉱
調
査
な
ど
現
地
の
開
発
が
具
体
的
に
進
展
し
つ
つ
あ
り
、
土
司
を
媒
介
と
し
な
い
現
地
社
会
の
直
接
的
掌
握
が
重
要
な
課
題
と
な

っ（

k
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
趙
爾
豊
は
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
に
よ
る
自
発
的
奉
還
と
い
う
形
式
を
も
っ
て
デ
ル
ゲ
の
土
地
と
人
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民
を
接
収
し
、
一
方
で
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
に
一
族
世
襲
の
名
誉
職
と
し
て
「
都
司
」
を
授
け
て
引
退
さ
せ
、
バ
タ
ン
に
住
居
を
用
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

し
、
デ
ル
ゲ
の
糧
税
よ
り
毎
年
二
〇
〇
〇
～
三
〇
〇
〇
両
を
支
給
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
趙
爾
豊
に
依
存
し
た
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
ら
王

族
は
、
デ
ル
ゲ
の
政
務
と
切
り
離
さ
れ
る
形
で
温
存
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
王
位
纂
奪
の
試
み
に
失
敗
し
て
ラ
サ
へ
と
逃
れ
た
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
は
、
新
た
に
英
領
イ
ン
ド
と
の
接
触

を
も
模
索
し
始
め
た
。
一
九
一
〇
年
二
月
の
四
川
軍
の
ラ
サ
進
軍
に
と
も
な
い
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
＝
二
世
は
イ
ン
ド
へ
の
亡
命
を
決
意
し

た
が
、
翌
月
、
こ
う
し
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
行
動
と
軌
を
一
に
し
て
、
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
は
シ
ッ
キ
ム
政
務
官
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ベ

ル
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
わ
が
国
デ
ル
ゲ
は
、
中
国
人
と
チ
ベ
ッ
ト
人
の
寛
大
な
る
保
護
下
に
あ
り
、
い
か
な
る
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
土
猿
の
年
、

　
　
中
国
人
官
僚
で
あ
る
趙
爾
豊
が
デ
ル
ゲ
に
到
来
し
ま
し
た
。
彼
は
行
為
の
因
果
を
考
慮
せ
ず
、
単
に
〔
鉱
山
開
発
に
よ
る
〕
金
・

　
　
銀
（
の
獲
得
）
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
彼
は
軍
隊
を
派
遣
し
、
私
を
殺
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
仏
の
御
加
護
に
よ
り
私
は
逃
れ
ま

　
　
し
た
。
そ
の
後
私
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
保
護
を
求
め
、
現
在
は
彼
に
仕
え
て
お
り
ま
す
。
我
々
は
、
永
劫
デ
ル
ゲ
国
を
保
有
す
る
よ

　
　
う
権
威
づ
け
る
べ
く
乾
隆
帝
か
ら
承
認
を
得
て
お
り
ま
す
。
…
…
我
々
は
ま
た
様
々
な
時
期
に
我
々
に
寛
大
な
措
置
が
行
わ
れ
た

　
　
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
〔
一
八
六
六
年
に
〕
我
々
が
チ
ベ
ッ
ト
の
属
民
で
あ
る
か
の
ご
と
く
か
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
（
一
二
世
）
に

　
　
仕
え
る
た
め
の
厳
粛
な
誓
い
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
我
々
が
自
ら
を
欺
く
こ
と
が
で
き
ぬ
よ
う
に
、
我
々
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
に
こ
れ

　
　
ま
で
ず
っ
と
仕
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
〔
さ
ら
に
〕
わ
が
父
は
私
に
デ
ル
ゲ
の
土
地
と
支
配
権
を
譲
り
ま
し
た
。
〔
し
か
し
〕
私
の

　
　
兄
と
中
国
官
僚
は
邪
悪
な
意
思
を
と
も
な
っ
て
共
同
し
て
陰
謀
を
た
く
ら
み
、
デ
ル
ゲ
に
軍
隊
を
よ
こ
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
セ
ル

　
　
シ
ュ
（
ω
霞
ω
げ
巳
）
の
僧
院
を
攻
撃
・
破
壊
す
る
と
と
も
に
、
趙
爾
豊
と
彼
の
兵
達
は
我
が
国
を
併
呑
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
今
、

　
　
私
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
も
し
も
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
、
多
く
の
金
・
銀
を
取
り
趙
爾
豊
と
共
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謀
し
、
人
々
を
抑
圧
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
わ
が
兄
を
懲
罰
す
る
な
ら
ば
、
私
は
父
に
対
し
て
同
じ
家
で
生
活
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
仕
え
る
子
供
の
如
く
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
仕
え
ま
す
。

ま
ず
、
趙
爾
豊
に
迎
合
し
た
兄
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
は
、
仏
教
破
壊
を
と
も
な
う
軍
事
行
動
を
お
こ
な
っ
た
趙
爾

豊
ら
清
朝
官
僚
に
対
す
る
敵
悔
心
に
も
由
来
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
デ
ル
ゲ
王
族
に
み
ら
れ
た
、
ロ
ー
カ
ル
な
利
害
対
立
に
お
け
る

外
部
権
力
の
利
用
と
い
う
、
単
純
な
権
力
関
係
の
文
脈
の
み
で
は
解
釈
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
内
容
が
当
時
の
清
朝
．

チ
ベ
ッ
ト
・
イ
ギ
リ
ス
の
重
大
な
関
係
変
化
、
つ
ま
り
清
朝
皇
帝
ー
ダ
ラ
イ
ラ
マ
間
の
施
主
と
帰
依
処
の
関
係
の
解
消
と
、
ダ
ラ
イ
ラ

マ
政
権
が
新
た
な
支
援
者
と
し
て
期
待
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
登
場
と
い
う
状
況
下
に
て
書
か
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ

ン
チ
ェ
ン
は
、
趙
爾
豊
に
よ
る
王
国
占
領
を
画
期
と
し
て
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
へ
と
依
存
す
る
方
針
を
明
確
に
表
明
し

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
書
簡
に
対
す
る
イ
ン
ド
側
か
ら
の
旦
ハ
体
的
回
答
は
見
い
だ
し
て
お
ら
ず
、
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
の
行
動
が
そ
の
後
の
イ
ギ

リ
ス
の
政
策
決
定
に
与
え
た
直
接
的
影
響
に
関
し
て
安
易
な
判
断
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
デ
ル
ゲ
王
国
の
帰
属
関
係
が
そ
の

後
の
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
・
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
外
交
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

　
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
と
お
り
、
一
九
一
三
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
シ
ム
ラ
会
議
に
お
け
る
最
大
の
懸
案
は
、
東
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け

る
境
界
画
定
問
題
で
あ
っ
た
。
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
の
両
代
表
が
主
張
し
た
境
界
が
著
し
い
隔
た
り
を
見
せ
た
こ
と
に
鑑
み
、
一
九
一
四

年
二
月
一
七
日
、
英
全
権
代
表
ヘ
ン
リ
”
マ
ク
マ
ホ
ン
は
チ
ベ
ッ
ト
を
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
が
確
固
た
る
自
治
権
を
保
有
す
る
「
外
チ
ベ

ッ
ト
」
と
、
「
中
国
の
歴
史
的
地
位
を
回
復
・
維
持
」
し
う
る
「
内
チ
ベ
ッ
ト
」
に
分
割
す
る
調
停
案
を
提
示
す
る
。
興
味
深
い
こ
と

に
、
マ
ク
マ
ホ
ン
は
、
元
来
四
川
に
属
し
た
多
く
の
チ
ベ
ッ
ト
地
域
を
「
内
チ
ベ
ッ
ト
」
に
編
入
し
た
こ
と
に
対
し
、
デ
ル
ゲ
を
ニ
ャ

ロ
ン
と
と
も
に
「
外
チ
ベ
ッ
ト
」
へ
と
組
み
込
む
区
分
を
示
し
（
図
3
）
、
こ
の
両
地
域
の
帰
属
は
会
議
の
最
終
段
階
に
至
る
ま
で
紛
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穐

ジ
サ

シッキム
　　　　　ブータン

①・・・・・・…一・一…一…

マクマホンの提承した
f外チベット」と「内チ〈

②一■一鱒．＃願■層
　マクマホンの提示した
　「内チベッット」と中国1

　　図3　シムラ会議［1913．10－1914．7］における英全権代表の

　　　　　調停案（1914．2．17）

出典：Amar　Kaur　Jasbir　Singh，　HimalαCrαn　Triαngle’AHistoricαl　Survのy　qf

　　British　Indiα’s　Relαtions　ωith　Tibet，　Sihhim　αnd　Bhutαn　1765－1950，

　　　British　Library，1988，　London，　p．77，

　
（
5
6
）

糾
し
た
。

　
マ
ク
マ
ホ
ン
の
調
停
案
に
先
立
ち
、
チ
ベ
ッ
ト
代
表
は
デ
ル

ゲ
に
対
す
る
領
有
権
を
強
く
主
張
し
て
い
た
が
、
そ
の
主
要
な

根
拠
と
は
、
ま
さ
に
一
九
世
紀
後
半
以
来
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権

ー
デ
ル
ゲ
王
国
間
の
相
互
関
係
の
中
で
積
み
上
げ
ら
れ
た
「
統

　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

治
実
績
」
で
あ
っ
た
。
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
が
主
張
し
た
デ
ル
ゲ

王
国
と
の
関
係
は
、
す
で
に
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
の
服
属

の
表
明
を
受
け
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
側
（
書
簡
を
受
け
た
チ
ャ
ー

ル
ズ
N
ベ
ル
は
チ
ベ
ッ
ト
代
表
の
顧
問
と
し
て
会
議
に
参
加
）

に
対
し
て
説
得
力
を
有
す
る
主
張
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
可

能
性
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
境
界
画
定
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
側

の
意
図
・
背
景
に
つ
い
て
は
、
従
来
重
視
さ
れ
て
き
た
、
当
時

の
国
際
関
係
の
動
静
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
認
識
に
加
え
、
本

稿
で
論
じ
て
き
た
現
地
の
統
治
実
態
に
関
す
る
認
識
の
推
移
を

検
討
し
つ
つ
改
め
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

　
シ
ム
ラ
会
議
は
最
終
的
に
三
者
の
合
意
に
も
と
つ
く
境
界
線

が
定
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
決
裂
し
、
デ
ル
ゲ
王
国
は
東
チ
ベ
ッ

ト
を
め
ぐ
る
抗
争
の
前
線
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ラ
サ
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に
亡
命
し
た
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
は
す
で
に
一
九
＝
二
年
に
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
内
部
で
臨
時
の
ダ
プ
ン
職
を
獲
得
し
（
∪
ピ
一
゜
。
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

評
げ
P
憲
゜
。
び
）
、
さ
ら
に
バ
タ
ン
に
隠
居
し
て
い
た
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
も
清
朝
崩
壊
後
に
再
び
デ
ル
ゲ
王
の
地
位
に
「
復
辟
」
し
た
。

そ
し
て
、
デ
ル
ゲ
王
国
の
帰
属
問
題
は
、
後
に
四
川
の
チ
ベ
ッ
ト
系
諸
族
を
研
究
し
た
任
乃
強
が
、
「
我
が
政
府
と
国
民
は
、
結
局
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

と
こ
ろ
徳
格
が
誰
の
管
轄
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
回
顧
す
る
ご
と
く
、
中
華
民
国
期
を
通
じ
て
中
国
・
ダ
ラ
イ

ラ
マ
政
権
間
の
係
争
の
焦
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
冒
頭
及
び
第
四
章
で
言
及
し
た
シ
ム
ラ
会
議
に
お
け
る
境
界
画
定
交
渉
は
、
東
チ
ベ
ッ
ト
支
配
を
め
ぐ
る
中
華
民
国
と
ダ
ラ
イ

ラ
マ
政
権
の
対
抗
関
係
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
デ
ル
ゲ
王
国
を
め
ぐ
る
分
析
か
ら
は
、
そ
う
し

た
二
項
対
立
的
な
図
式
で
は
説
明
で
き
な
い
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
・
清
朝
・
東
チ
ベ
ッ
ト
諸
首
長
の
相
互
関
係
が
交
錯
し
た
動
的
な
場

と
し
て
の
、
東
チ
ベ
ッ
ト
独
自
の
歴
史
的
地
域
像
を
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
デ
ル
ゲ
王
国
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
関
係
を
深
め
る
の
み
な
ら
ず
、
清
朝
任
命
の
土
司
と
し
て
そ
の
支
配

下
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
排
他
的
な
関
係
で
は
な
く
、
清
朝
は
ゲ
ル
ク
派
の
大
施
主
の
立
場
よ
り
デ
ル
ゲ
王
か
ら
ダ
ラ
イ

ラ
マ
・
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
へ
の
尊
崇
を
容
認
・
称
揚
し
て
い
た
。
一
方
で
、
デ
ル
ゲ
の
政
治
構
造
は
、
聖
・
俗
両
権
を
掌
握
す
る
王
族

が
多
く
の
貴
族
や
多
様
な
宗
派
・
寺
院
を
統
御
す
る
も
の
で
あ
り
、
王
国
の
統
治
が
外
部
か
ら
強
い
干
渉
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
八
六
五
年
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
に
よ
る
東
チ
ベ
ッ
ト
支
配
の
始
動
後
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
は
デ
ル
ゲ
王
国
に
対
し
て
、

各
種
負
担
義
務
を
課
す
の
み
な
ら
ず
、
官
僚
任
免
権
の
掌
握
・
婚
姻
関
係
・
称
号
の
授
与
な
ど
を
通
じ
て
、
他
の
首
長
ら
以
上
に
強
固
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な
統
属
関
係
を
取
り
結
ん
だ
。
た
だ
し
、
デ
ル
ゲ
王
国
も
一
方
的
に
そ
の
統
制
を
受
け
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の

東
チ
ベ
ッ
ト
支
配
を
支
え
る
協
力
者
と
し
て
行
動
す
る
一
面
を
有
し
、
布
施
や
儀
礼
を
通
じ
て
政
権
と
の
関
係
強
化
に
努
め
た
。
管
見

の
限
り
、
こ
う
し
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
の
緊
密
な
関
係
は
、
他
の
東
チ
ベ
ッ
ト
首
長
に
安
易
に
あ
て
は
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
デ
ル

ゲ
王
国
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
こ
の
よ
う
な
統
属
関
係
の
強
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
と
デ
ル
ゲ
王
の
問
で
は
、
デ
ル
ゲ
王
が
清
朝
支
配
下

の
土
司
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
相
互
に
了
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
支
配
下
に
編
入
さ
れ
た
他
の
諸
首
長
と
の
間
に
も

共
通
し
て
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
り
、
清
朝
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
狭
間
で
人
・
物
の
移
動
を
支
え
、
両
者
の
関
係
を
媒
介
す
る
上
で
欠

く
べ
か
ら
ざ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
東
チ
ベ
ッ
ト
諸
首
長
の
政
治
的
位
置
づ
け
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
で
一
九
世
紀
末
以
降
生
じ
た
デ
ル
ゲ
王
国
の
王
位
継
承
問
題
か
ら
は
、
王
国
内
部
の
対
抗
勢
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自

己
に
有
利
な
状
況
を
も
と
め
て
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
・
清
朝
双
方
と
の
関
係
構
築
を
模
索
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

清
朝
が
二
度
に
わ
た
り
強
行
し
た
改
土
帰
流
と
、
新
政
に
と
も
な
う
開
発
や
基
層
社
会
へ
の
介
入
は
、
現
地
に
お
い
て
清
朝
に
対
す
る

不
満
を
蓄
積
さ
せ
、
ジ
ャ
ム
ペ
ル
リ
ン
チ
ェ
ン
の
ご
と
く
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
と
軌
を
一
に
し
て
対
英
依
存
へ
と
向
か
う
者
す
ら
生
み
出
し

て
い
っ
た
。
こ
の
デ
ル
ゲ
王
国
を
め
ぐ
る
歴
史
過
程
か
ら
は
、
東
チ
ベ
ッ
ト
が
、
清
朝
／
中
国
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
の
関
係
を
結
び
つ

け
る
境
界
地
帯
か
ら
、
両
者
の
緊
張
と
対
抗
の
前
線
へ
と
転
換
し
て
い
く
構
造
的
な
変
化
と
、
東
チ
ベ
ッ
ト
諸
首
長
に
よ
る
政
治
的
選

択
の
あ
り
方
の
一
端
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
東
チ
ベ
ッ
ト
首
長
の
個
別
の
政
治
的
な
帰
属
関
係
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
検
討
し
た
が
、
本
文
中
で
言
及
し
た
清
朝
・

ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
を
結
ぶ
媒
介
項
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
東
チ
ベ
ッ
ト
を
経
由
す
る
人
・
物
の
移
動
な
ど
、
当
該
地
域
の
交
通

や
社
会
経
済
の
実
態
を
も
踏
ま
え
一
層
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。
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q
《
即
一
－
同
P
げ
㌔
讐

　
》
O
瞥
9
0
濫
⑩
き
鉢
Q
獄
Ω
》
0
9
織
Φ
ミ
軸
§
㊦
G
Q
O
器
轟
織
9
、
ぱ
ミ
津
鳶
晦
9
1

　
識
0
9
魯
く
O
一
゜
ら
N
’
乞
9
一
一
一
㊤
Q
o
Q
O
噂
冒
b
°
一
G
Q
心
ー
一
癖
b
O
°

　
　
　
　
U
O
一
は
第
四
三
代
デ
ル
ゲ
王
ツ
ェ
ワ
ン
ド
ル
ジ
ェ
リ
ク
ズ

　
　
　
ィ
ン
（
一
七
八
六
年
～
？
）
が
編
纂
。
『
デ
ル
ゲ
王
統
史
続
編
」

　
　
　
は
、
『
デ
ル
ゲ
王
統
史
』
が
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
な
い
二
〇
世
紀

　
　
中
頃
ま
で
の
デ
ル
ゲ
王
族
の
歴
史
を
、
東
チ
ベ
ッ
ト
出
身
の
サ

　
　
　
キ
ャ
派
の
高
僧
デ
シ
ュ
ン
時
ト
ゥ
ル
ク
”
ク
ン
ガ
ー
テ
ン
ペ
ー

　
　
　
ニ
マ
（
一
九
〇
六
－
一
九
八
七
年
）
が
新
た
に
概
述
し
た
も
の
。

　
　
閑
o
一
目
器
は
『
デ
ル
ゲ
王
統
史
続
編
』
の
チ
ベ
ッ
ト
文
テ
キ
ス

　
　
　
ト
（
原
文
は
無
頭
字
匹
げ
仁
日
①
α
で
書
か
れ
た
が
、
円
o
巨
器

　
　
　
は
こ
れ
を
有
頭
字
山
σ
β
。
窪
に
変
換
し
て
掲
載
）
に
解
題
を

　
　
　
付
し
て
刊
行
し
た
。
本
稿
で
は
『
デ
ル
ゲ
王
統
史
続
編
』
を
一

　
　
　
九
世
紀
末
以
降
の
デ
ル
ゲ
王
族
の
婚
姻
関
係
を
知
る
上
で
参
照

　
　
　
し
た
。

（
7
）
閑
。
含
9
。
鰹
脳
。
ω
①
h
°
》
Q
§
Φ
ミ
。
讐
ミ
簿
①
映
雪
σ
q
°
。
9

　
　
b
⑩
磁
⑩
、
⑦
風
雫
織
晦
Φ
、
馬
肉
讐
9
㍗
、
Q
守
Q
う
讐
け
げ
①
○
昌
O
昌
け
餌
一
H
旨
ω
二
け
β
け
①

　
　
　
一
⑩
①
G
o
”
勺
『
P
σ
q
‘
ρ
b
冒
゜
b
o
①
－
さ
o
刈
．

（
8
）
　
一
σ
一
α
二
℃
b
°
h
つ
O
I
ω
O
°

（
9
）
　
H
互
仙
こ
や
゜
。
8
グ
シ
目
ハ
ン
の
東
チ
ベ
ッ
ト
征
服
に
関
し
て

　
　
　
は
、
》
げ
日
曽
9
N
曽
臣
毎
血
臼
戸
⑦
譜
o
肖
尋
魯
Ω
轟
沁
乳
Ω
9
§
°
。
討

　
　
　
鮮
詳
⑪
　
⑦
⑩
q
⑩
部
昏
①
偽
轟
昏
諏
　
O
⑪
詳
い
冒
q
り
　
H
ω
二
け
‘
け
O
　
詳
螢
＝
⇔
口
O
　
づ
Φ
円
　

　
　
　
ζ
①
Ω
一
〇
Φ
9
国
ω
け
同
①
日
O
O
ユ
Φ
づ
け
ρ
　
一
⑩
↓
ρ
　
即
O
ヨ
P
　
b
b
°
一
ト
⊃
ら
i

　
　
　
一
悼
゜
。
を
参
照
。

（
0
1
）
　
国
O
一
日
P
郵
　
O
b
°
O
詳
こ
　
や
G
o
津
　
℃
Φ
け
①
O
げ
”
目
‘
9
㊤
冨
ρ
　
O
識
馬
養
9

　
　
　
Ω
鳶
織
『
執
ぴ
⑩
鉢
馬
お
価
謡
⑲
肉
自
、
含
　
N
Q
◎
躰
｝
O
⑩
部
俳
騨
ミ
、
顛
こ
o
騨
O
q
Q
㌦

　
　
　
叶
諏
⑩
肉
G
o
叶
自
ぴ
団
Q
o
｝
ミ
⑪
き
朴
Ω
㌦
O
詳
馬
お
⑩
Q
っ
①
℃
、
O
什
①
O
叶
O
、
自
幹
鳴
軸
お
目
軸
O
⑩
黛 48東洋文化研究13号



　
u
u
巨
P
巳
謡
噂
ピ
①
こ
①
P
ワ
ト
。
b
。
。

（
1
1
）
『
四
川
通
志
』
常
明
等
纂
修
、
嘉
慶
二
一
年
（
華
文
書
局
、

　
　
一
九
六
七
年
）
、
巻
九
七
、
武
備
、
土
司
、
四
七
葉
下
。

（
1
2
）
　
拙
稿
「
一
八
世
紀
後
半
、
清
朝
の
東
チ
ベ
ッ
ト
政
策
の
推
移

　
ー
金
川
戦
争
と
土
司
制
度
1
」
『
史
峯
』
第
一
一
号
、
二
〇
一

　
〇
年
三
月
、
五
七
頁
。

（
1
3
）
　
『
大
清
世
宗
憲
皇
帝
実
録
』
那
爾
泰
等
奉
勅
撰
、
乾
隆
六
年

　
（
華
文
書
局
、
一
九
六
四
年
）
、
雍
正
一
〇
年
三
月
癸
酉
（
一
六

　
日
）
条
。

（
1
4
）
　
注
（
1
2
）
所
掲
拙
稿
、
七
五
1
七
六
頁
。
た
だ
し
、
デ
ル
ゲ

　
王
は
使
節
を
派
遣
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
「
軍
機
処
棺
摺

　
件
」
（
台
湾
・
国
立
故
宮
博
物
院
）
〇
二
七
三
二
一
、
乾
隆
四

　
五
年
五
月
二
六
日
、
四
川
総
督
文
綬
の
上
奏
の
附
件
（
清
単
）
。

（
1
5
）
国
o
巨
器
“
o
や
§
こ
唱
．
°
。
蒔

（
1
6
）
出
卑
三
①
ざ
o
P
鼻
‘
署
゜
O
刈
よ
刈
゜

（
1
7
）
　
四
川
省
民
族
事
務
委
員
会
編
『
蔵
伝
仏
教
寺
院
資
料
選
編

　
（
内
部
資
料
）
」
一
九
八
九
年
、
一
五
二
頁
。

（
1
8
）
　
O
Ω
一
』
㊦
げ
は
、
テ
ン
パ
ツ
ェ
リ
ン
を
チ
ュ
ー
キ
ギ
ェ
ル
ポ

　
と
呼
び
つ
つ
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
仏
法
と
王
法
を
一
体
化
し

　
た
治
世
を
実
現
し
た
王
と
し
て
理
想
化
さ
れ
る
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ

　
ン
ポ
王
に
な
ぞ
ら
え
て
称
え
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
王
権
思
想

　
の
来
歴
に
つ
い
て
は
石
濱
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
歴

　
史
的
研
究
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
八
－
二
四
頁
を
参
照
。

（
1
9
）
控
嵩
旦
o
や
簿
こ
署
」
㊤
。
。
山
㊤
Φ
゜

（
2
0
）
　
ゴ
ン
ポ
ナ
ム
ギ
ェ
ル
の
征
服
活
動
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

　
已
器
臣
目
ω
Φ
二
昌
σ
q
層
．
2
冨
σ
q
肖
8
σ
q
ヨ
σ
q
o
〒
唱
o
毎
p
ヨ
肖
σ
q
旨
『

　
〉
お
誓
O
曾
ε
q
閑
プ
曽
ヨ
甲
審
≦
貿
艮
o
牝
．
ぎ
〉
践
N
噂
b
J
°
Z
．

　
き
島
囚
碧
の
8
冒
”
］
≦
巴
ω
‘
⑦
§
嵩
ミ
嵩
偽
詳
導
驚
§
9
ミ
嵩

　
Ω
旨
貯
駐
馬
§
り
ζ
き
o
げ
輿
”
巳
Q
。
鈎
三
①
≦
O
㊦
軒
廿
署
」
Φ
甲

　
曽
蒔
嘱
⊆
脅
仁
け
ω
o
巨
F
．
ビ
o
o
餌
一
〉
ω
豆
轟
試
o
窃
p
づ
畠
Z
碧
学

　
8
巴
0
8
ω
け
邑
暮
の
一
＞
O
器
⑩
の
ε
量
。
h
Z
冨
同
8
σ
q
Q
・
ε
。

　
Z
曽
日
σ
q
団
①
一
餌
昌
島
霞
ω
国
ω
Φ
8
℃
o
≦
霞
ヨ
閑
7
β
ヨ
（
お
G
。
甲

　
田
①
㎝
）
．
．
、
¢
題
暮
房
『
巴
匹
o
o
8
轟
こ
一
ω
ω
㊦
詳
曽
証
o
P
団
胃
毒
a

　
¢
巳
く
零
阻
受
．

（
2
1
）
　
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
注
（
2
）
所
掲
拙
稿
、
五
八

　
ー
七
二
頁
を
参
照
。

（
2
2
）
H
O
即
ζ
ω
ω
゜
国
霞
．
国
。
。
O
＼
＝
ご
b
。
b
。
°

（
2
3
）
勺
①
廿
①
。
戸
い
ロ
9
き
P
卜
、
§
o
。
養
曼
§
織
Q
。
竃
ヨ
ミ
§
ミ
嵩

　
§
簿
叶
N
鵡
。
。
山
題
沖
H
ω
葺
ε
け
o
評
巴
寅
β
o
冨
三
ζ
①
象
o
o
α

　
国
ω
訂
Φ
ヨ
。
9
δ
暮
ρ
お
刈
。
。
鴇
幻
。
日
p
も
．
刈
刈
゜

（
2
4
）
　
注
（
2
）
所
掲
拙
稿
、
五
六
－
五
七
、
六
〇
1
六
一
頁
。

（
2
5
）
≦
碧
σ
q
峯
ξ
F
、
6
臣
轟
、
の
8
°
・
け
H
ヨ
冨
二
巴
写
8
江
。
憎
…

　
ω
鼠
§
轟
即
卑
巳
冒
。
邑
ξ
一
づ
ρ
ぎ
σ
q
囚
鍔
日
目
げ
①
け
し
゜
。
⑩
O
－

　
ち
F
。
勺
F
P
巳
の
の
こ
d
昌
一
く
Φ
房
詳
団
o
h
O
興
ロ
Φ
σ
q
δ
ζ
9
一
〇
『

　
d
ζ
H
l
b
。
O
O
◎
寒
゜
話
－
°
。
9
注
（
1
2
）
所
掲
拙
稿
七
ニ
ー
七
三

　
頁
を
参
照
。

（
2
6
）
　
H
O
菊
゜
ζ
ω
o
Q
°
国
霞
゜
国
゜
。
O
＼
嵩
ご
一
①
－
b
。
一
及
び
注
（
2
）
所

　
掲
拙
稿
、
六
〇
1
六
一
頁
。
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（
2
7
）
　
タ
ル
ツ
ェ
ン
ド
に
お
け
る
茶
の
集
積
に
つ
い
て
は
、
以
下
を

　
　
参
照
。
國
o
。
臣
葺
≦
旨
ロ
ヨ
乏
o
o
α
≦
一
す
§
⑪
卜
§
風
9

　
　
ミ
⑪
卜
Ω
ミ
蕊
㍉
≧
9
紺
恥
ミ
自
き
ミ
き
遷
幹
ミ
§
恥
諏
O
ミ
言
、

　
　
ミ
σ
武
o
N
§
§
瓢
§
富
計
O
①
冨
ε
麸
O
ρ
一
。
。
り
一
噂
Z
雪
団
o
蒔
”

　
　
署
』
ミ
ー
h
っ
o
。
O
°

（
2
8
）
　
山
口
瑞
鳳
『
チ
ベ
ッ
ト
㊤
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七

　
　
年
、
三
一
二
頁
。

（
2
9
）
　
注
（
2
）
所
掲
拙
稿
、
六
八
－
七
〇
頁
。
b
d
o
巳
戸
O
冨
＝
①
ω

　
　
q
』
』
＄
、
遷
§
ミ
σ
6
°
。
§
°
。
竃
軸
恥
㊥
゜
。
、
騨
駐
゜
。
｝
ぎ
ミ
塁
§
°
。
噂

　
　
団
び
『
巴
二
①
〉
『
目
曽
コ
島
O
o
目
づ
噂
お
一
鮒
℃
㊤
ユ
ω
”
℃
』
O
卜
⊃
は
ニ

　
　
ャ
ロ
ン
地
方
に
お
け
る
過
酷
な
砂
金
収
奪
の
事
実
を
伝
え
て
お

　
　
り
、
第
三
者
的
視
点
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
「
衙
門
棺
」
六
二
（
案
巻
番
号
）
1
一
九
～
二
一
（
文
書
番

　
　
号
）
、
光
緒
三
四
年
＝
月
一
二
日
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
か
ら

　
　
趙
爾
豊
へ
の
書
簡
。

（
3
1
）
　
注
（
2
）
所
掲
拙
稿
、
六
七
－
六
八
頁
。

（
3
2
）
　
兄
弟
の
出
生
の
背
景
に
関
し
て
定
説
は
無
い
が
、
本
稿
は
、

　
　
王
妃
ツ
ェ
テ
ン
ド
ル
カ
ル
が
弟
の
王
位
継
承
を
望
ん
で
い
た
こ

　
　
と
に
鑑
み
、
両
者
が
腹
違
い
で
あ
っ
た
可
能
性
を
十
分
に
考
慮

　
　
し
つ
つ
議
論
を
す
す
め
る
。
な
お
、
＝
母
二
①
ざ
o
戸
9
け
こ
昌

　
　
一
゜
。
h
。
が
兄
弟
の
出
生
に
関
す
る
各
見
解
を
整
理
し
て
い
る
。

（
3
3
）
　
『
宮
中
棺
光
緒
朝
奏
摺
』
第
一
〇
輯
、
故
宮
文
献
編
輯
委
員

　
　
会
編
、
一
九
七
四
年
、
八
九
九
－
九
〇
一
頁
、
光
緒
二
三
年
五

　
　
月
＝
日
、
鹿
傳
森
の
奏
摺
…
団
母
け
δ
ざ
8
0
搾
噂
隠
．
O
？

　
　
詔
「

（
3
4
）
　
リ
メ
運
動
に
関
わ
っ
た
こ
れ
ら
の
高
僧
と
当
時
の
王
位
継
承

　
　
問
題
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
国
胃
菖
①
ざ
o
や
9
ダ
眉
や
Q
。
ω
あ
㎝

　
　
を
参
照
。

（
3
5
）
　
拙
稿
コ
九
世
紀
末
、
カ
ム
の
統
治
を
め
ぐ
る
清
朝
と
ダ
ラ

　
　
イ
ラ
マ
政
庁
－
四
川
総
督
鹿
傳
森
の
ニ
ャ
ロ
ン
回
収
案
を
中
心

　
　
に
ー
」
『
社
会
文
化
史
学
』
第
四
六
号
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
、

　
　
二
四
－
二
六
頁
。

（
3
6
）
　
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
所
蔵
「
軍
機
処
漢
文
録
副
奏
摺
　
民

　
　
族
事
務
類
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
」
（
以
下
、
「
録
副
」
）
五
九

　
　
一
（
リ
ー
ル
番
号
）
1
二
四
四
五
～
二
四
四
六
（
コ
マ
番
号
）
、

　
　
徳
瑞
ら
の
稟
。

（
3
7
）
　
呉
豊
培
編
『
清
代
蔵
事
奏
腰
』
中
国
蔵
学
出
版
社
、
一
九
九

　
　
四
年
、
一
〇
三
三
ー
一
〇
三
七
頁
、
光
緒
二
三
年
九
月
二
三
日
、

　
　
鹿
傳
森
の
奏
摺
。

（
3
8
）
　
い
く
つ
か
の
研
究
が
存
在
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
拙
稿
コ

　
　
九
一
〇
年
前
後
の
チ
ベ
ッ
ト
ー
四
川
軍
の
チ
ベ
ッ
ト
進
軍
の
史

　
　
的
位
置
ー
」
『
歴
史
評
論
」
第
七
二
五
号
、
二
〇
一
〇
年
九
月

　
　
に
お
い
て
清
朝
支
配
構
造
の
特
質
と
関
連
づ
け
て
問
題
を
整
理

　
　
し
た
。

（
3
9
）
　
「
録
副
」
五
九
一
－
二
四
四
五
～
二
四
四
六
、
徳
瑞
ら
の
稟
。

（
4
0
）
　
『
光
緒
朝
殊
批
奏
摺
』
第
＝
六
輯
、
中
国
第
一
歴
史
撹
案

　
　
館
、
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
、
光
緒
二
三
年
七
月
一
六
日
、

　
　
成
都
将
軍
恭
寿
の
奏
摺
。
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（
4
1
）
　
田
置
ゴ
p
。
昼
曽
゜
。
一
㊦
9
誘
8
°
葦
さ
ミ
偽
『
さ
象
§
°
・
討

　
　
浮
詳
Ω
嵩
織
頴
§
貯
゜
。
’
○
一
首
げ
碧
け
》
〉
ロ
ユ
霞
ω
o
口
節
勾
霞
二
Φ
5

　
　
一
⑩
O
卜
。
闇
ピ
o
巳
8
層
O
°
ω
①
①
゜

（
4
2
）
　
『
宮
中
棺
光
緒
朝
奏
摺
』
第
一
一
輯
、
六
三
八
ー
六
四
〇
頁
、

　
　
光
緒
二
四
年
二
月
二
二
日
、
恭
寿
の
奏
摺
。

（
4
3
）
　
英
訳
に
記
さ
れ
る
Q
o
づ
σ
q
ム
曽
ヨ
旨
①
ぎ
㊤
目
o
げ
甲
白
o
か
ら

　
　
比
定
し
た
が
、
実
際
に
こ
れ
が
具
体
的
に
い
か
な
る
印
章
で
あ

　
　
る
の
か
現
段
階
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
4
4
）
　
「
大
地
」
を
指
す
「
ω
p
」
と
、
「
享
受
す
る
」
・
「
行
為
す
る
」

　
　
な
ど
の
意
味
を
も
つ
「
の
冨
o
α
」
を
組
み
合
わ
せ
た
語
。
U
O
一

　
　
に
は
こ
の
称
号
を
見
い
だ
せ
ず
、
「
チ
ュ
ー
キ
ギ
ェ
ル
ポ
」
を

　
　
は
じ
め
デ
ル
ゲ
王
の
従
来
の
呼
称
や
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
が
地
方
政

　
　
権
の
首
長
に
授
け
た
各
称
号
と
の
比
較
を
通
じ
た
検
証
が
課
題

　
　
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

（
4
5
）
　
「
衙
門
棺
」
六
ニ
ー
一
九
～
二
一
、
光
緒
三
四
年
＝
月
一

　
　
二
日
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
か
ら
趙
爾
豊
へ
の
書
簡
。

（
4
6
）
　
格
勒
『
甘
孜
蔵
族
自
治
州
史
話
」
四
川
民
族
出
版
社
、
一
九

　
　
八
四
年
、
二
六
一
頁
は
こ
の
婚
姻
が
後
に
夫
婦
仲
の
問
題
に
よ

　
　
り
解
消
さ
れ
、
ド
ル
ジ
ェ
セ
ン
ゲ
が
新
た
に
中
央
チ
ベ
ッ
ト
の

　
　
下
級
貴
族
の
娘
を
嬰
っ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
を
確
か
め
る
術
を

　
　
持
た
な
い
。
本
稿
は
『
デ
ル
ゲ
王
統
史
続
編
』
匹
①
－
ミ
と

　
　
H
O
即
゜
ζ
ω
ω
゜
国
焉
゜
国
Q
o
O
＼
嵩
ご
刈
－
旨
に
も
と
づ
き
、
ギ
ェ

　
　
ル
ド
ン
ナ
ン
家
か
ら
姉
妹
を
嬰
っ
た
こ
と
を
記
す
の
み
に
と
ど

　
　
め
る
。

（
4
7
）
　
『
清
末
川
演
辺
務
棺
案
史
料
』
四
川
民
族
研
究
所
編
、
中
華

　
　
書
局
、
一
九
八
九
年
（
以
下
、
『
辺
務
』
と
略
記
）
、
一
九
〇
i

　
　
一
九
三
頁
、
〇
一
七
一
（
史
料
番
号
）
、
光
緒
三
四
年
五
月
、

　
　
阜
和
協
副
将
馬
広
文
の
稟
に
み
ら
れ
る
貴
族
名
と
、
来
作
中
等

　
　
編
「
徳
格
土
司
家
族
的
由
来
発
展
及
其
社
会
制
度
」
『
甘
孜
蔵

　
　
族
自
治
州
文
史
資
料
選
輯
』
一
九
八
二
年
、
四
八
－
五
〇
頁
の

　
　
「
附
表
」
と
同
「
徳
格
土
司
家
族
内
部
及
其
与
下
属
頭
人
之
間

　
　
的
紛
争
械
闘
」
『
甘
孜
蔵
族
自
治
州
文
史
資
料
選
輯
』
第
二
号
、

　
　
一
九
八
四
年
、
四
五
－
四
九
頁
を
参
照
し
つ
つ
確
認
し
た
。

（
4
8
）
　
『
辺
務
』
一
九
〇
1
一
九
三
頁
、
〇
一
七
一
、
光
緒
三
四
年

　
　
五
月
、
馬
広
文
の
稟
。

（
4
9
）
　
『
辺
務
』
九
〇
頁
、
○
〇
七
四
、
光
緒
三
二
年
六
月
、
四
川

　
　
総
督
錫
良
等
の
奏
摺
。

（
5
0
）
　
H
O
国
゜
ζ
ω
G
o
．
国
霞
゜
勾
G
。
O
b
°
。
㊤
　
H
Q
。
含
『
辺
務
』
　
一
九
〇
1

　
　
一
九
三
頁
、
〇
一
七
一
、
光
緒
三
四
年
五
月
、
馬
広
文
の
稟
。

（
5
1
）
　
『
辺
務
』
一
九
〇
i
一
九
三
頁
、
〇
一
七
一
、
光
緒
三
四
年

　
　
五
月
、
馬
広
文
の
稟
。

（
5
2
）
　
『
辺
務
』
四
〇
六
－
四
〇
八
頁
、
〇
三
六
四
、
宣
統
元
年
七

　
　
月
、
趙
爾
豊
か
ら
趙
爾
巽
へ
の
函
。

（
5
3
）
　
『
辺
務
』
三
八
一
－
三
八
二
頁
、
〇
三
四
一
、
宣
統
元
年
六

　
　
月
一
五
日
、
趙
爾
豊
か
ら
更
慶
（
ゴ
ン
チ
ェ
ン
Ω
σ
q
o
ロ
o
げ
雪
）

　
　
の
民
衆
へ
の
示
諭
。

（
5
4
）
　
『
辺
務
」
四
一
八
－
四
二
一
頁
、
〇
三
七
三
、
宣
統
元
年
八

　
　
月
一
二
日
、
趙
爾
豊
の
奏
摺
。
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（
5
5
）
　
H
O
閑
．
b
＼
℃
即
ω
＼
一
〇
＼
＝
P
℃
．
b
o
刈
㎝
ρ
日
①
　
守
o
日
ρ
〉
曾

　
　
b
d
①
拝
勺
o
＝
江
o
巴
O
h
ゆ
8
憎
一
昌
ω
時
ζ
ヨ
一
け
o
け
げ
Φ
ω
①
自
9
p
『
団
け
o

　
　
ひ
『
Φ
　
Ω
o
＜
①
腎
昌
日
①
昌
け
o
h
H
ロ
自
一
簿
一
づ
げ
げ
①
国
o
「
①
一
⑳
昌
∪
㊦
b
国
憎
学

　
　
ヨ
①
昌
ダ
o
ロ
ζ
9
困
o
げ
G
o
一
”
一
〇
一
〇
◆

（
5
6
）
　
〉
ヨ
卿
胃
訳
即
‘
腎
q
四
〇
Q
σ
マ
ω
言
σ
q
戸
o
ワ
9
け
；
冒
や
置
－
謡
゜

（
5
7
）
　
H
O
国
」
≦
ω
ω
゜
国
0
5
国
Q
o
O
＼
一
σ
。
⑩
口
⊆
η
山
①
。

（
5
8
）
　
四
川
省
編
輯
組
前
掲
書
、
七
九
頁
。

（
5
9
）
　
任
乃
強
『
西
康
図
経
－
境
域
編
1
」
新
亜
細
亜
学
会
、
一
九

　
　
三
三
年
、
二
四
六
頁
。
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一九世紀末～二〇世紀初頭，ダライラマ政権の東チベット支配と

デルゲ王国（徳格土司）

The　Dalai　Lama　government’s　rule　of　Eastern　Tibet　and　the

Kingdom　of　Derge（徳格土司）during　the　late　nineteenth　and

early　twentieth　centuries

KOBAYASHI　Ryosuke

Key　words：Dalai　lama　government（ダライラマ政権），　Eastern　Tibet

（東チベット），The　Kingdom　of　sDe－dge／Derge（デルゲ王国），　Qing

Dynasty（清朝），　Tusi　zhidu／The　Native　Chieftain　System（土司制度）

　　　After　the　collapse　of　the　Qing　Empire　in　1912，　the　Republican

China　asserted　its　authority　over　the　whole　of　Tibet．　The　Dalai　Lama

government，　in　turn，　also　claimed　independence　and　planned　to　unify

Tibetan　borderlands　overlapping　Chinese　provinces．　　Therefore，

Eastern　Tibet，　located　between　Tibet　and　China，　inevitably　became　a

central　issue　of　this　border　dispute．　Previously，　many　scholars　have

examined　this　dispute　from　the　perspective　of　the　historical　process　of

the　binary　relationship　between　China　and　Tibet　and　from　that　of　the

history　of　the　Chinese　frontier　policy．　However，　they　have　rarely

focused　on　the　indigenous　Tibetan　leaders　who　actually　ruled　Eastern

Tibet．　My　paper　examines　the　development　of　tripartite　relationship

between　Qing　Empire，　Dalai　lama　government　and　indigenous　leaders

in　Eastern　Tibet，　by　clarifying　the　Kingdom　of　Derge（sDe　dge），　De　ge

Tusi（徳格土司），　was　committed　to　the　Dalai　Lama　government　and

the　Qing　Empire　during　the　late　nineteenth　and　early　twentieth

centuries．　To　do　this，　I　based　on　primary　materials　in　English，

Chinese　and　Tibetan。　This　historical　process　of　the　Derge　Kingdom

shows　us　part　of　the　radical　change　of　Eastern　Tibet　from　the

intermediate　region　between　China　and　Tibet　to　the　front　line　that

both　governments　planed　to　unify．
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